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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 
男女共同参画社会とは、平成 11（1999）年に制定された「男女共同参画社会基本法」第２条において、

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべき社会」と定義され、男女共同参画社会の実現は、21 世紀のわが国の社会を決
定する最重要課題と位置づけられています。 
また、近年においては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、「ＤＶ

防止法」という。）、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推進法」と
いう。）、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」などが施行され、男女の多様な課題に
対する新たな取り組みが職業分野や政治分野にも求められています。さらに、平成 27（2015）年の国連
サミットで採択されたSDGｓ（持続可能な開発目標）は、17の目標から構成されていますが、「ジェンダ
ー平等の実現」は、独立した一つの目標にとどまらず、SDGｓ全体の目標を実現するための重点課題と
して位置づけられており、取り組みの重要性が国際的にも高まっています。 
しかしながら、わが国の性別による固定的役割分担意識は根強く、アンコンシャス・バイアス（無意
識の思い込み）も存在していることから、男女の不平等はいまだ解消されていないのが現状です。また、
近年、少子高齢化の進行や、価値観・ライフスタイルの多様化など、社会情勢がめまぐるしく変化して
います。このような中でも、持続可能な活力ある社会を構築していくために、女性が個人としても、社
会集団としても意思決定過程に参画し、自律的な力をつけて発揮することやワーク・ライフ・バランス
を推進し、性別によって差別されることのない、誰もがいきいきと活躍できる社会をつくることがます
ます重要になっています。 
佐世保市では、平成 13（2001）年３月に男女共同参画社会の形成促進に寄与するため、男女共同参画

推進センター「スピカ」を設置しました。その後、平成 14（2002）年３月に「パートナーシップをめざ
すわが街佐世保」を目標に掲げた「佐世保市男女共同参画計画」を策定し、以降、計画の改訂や「佐世
保市男女共同参画によるまちづくり条例」の施行を通じて、男女共同参画の実現に向けて、取り組みを
進めてきました。令和４（2022）年度で「第３次男女共同参画基本計画」（以下、「前計画」という。）
が、計画期間満了を迎えることを受け、今後の本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、男女共同参画社会の実現を図るための計画として「第４次佐世保市男女共同参画計画」
（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２．計画の位置づけ 
本計画は、「男女共同参画社会基本法」第９条及び第 14 条第３項に規定する「市町村男女共同参画計

画」に相当するものであり、「ＤＶ防止法」第２条の３及び「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく
計画とするものです。 
また、国の男女共同参画基本計画（「第５次男女共同参画基本計画」）及び長崎県の男女共同参画基本

計画（「第４次長崎県男女共同参画基本計画」）を考慮しながら定めるとともに、「第７次佐世保市総合
計画」等、市の関連計画との整合を図りながら、本市における男女共同参画の推進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進していくための計画です。 

３．計画の期間 
本計画は令和５（2023）年度～令和９（2027）年度の５年間とします。ただし、今後の社会情勢の変

化や本計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 
 

平成／令和（年度） 30 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ … 

佐世保市男女共同参画計画 

           
前回計画（第３次）       

 
 

   本計画（第４次） 
 

国：男女共同参画基本計画    第５次    

県：男女共同参画基本計画    第４次    

 
 

  

計画策定 
作業期間 
 

国・県の内容 
を考慮  
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４．計画の策定体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

既存資料分析 
【調査項目】 
・統計資料分析 
・既存計画等資料調査 

など 

現状・課題の整理 

佐世保市男女共同参画推進会議・企画委員会 
庁内において計画内容の協議・調整を行う 

計画素案の提案 意見 

佐世保市男女共同参画審議会 
基礎調査で明らかにされた現状・課題をもとに、計画素案の審議を行う 

第４次佐世保市男女共同参画計画 

基 礎 調 査 

事業所実態調査 
【調査方法】 
市内に所在する事業所500社を
対象に、男女共同参画の実態
調査を実施し、男女共同参画
等に関する意識を把握 

市民意識調査 
【調査方法】 
市内に在住している20～69歳
の男女 3,000 人を対象にアン
ケート調査を実施し、男女共
同参画等に関する意識を把握 
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５．近年の男女共同参画の動向 
（１）世界の動き 
世界においては、昭和 21（1946）年に国際連合に婦人の地位委員会が設置されて以来、国連を中心に

女性の地位向上のための様々な取り組みが始まりました。 
昭和 50（1975）年には「国際婦人年世界会議（第 1 回世界女性会議）」が開催され、「世界行動計画」

を採択、昭和 51（1976）年から 10 年間を「国連婦人の 10 年」と定め、国連加盟各国は行動計画の推進
に取り組みました。 
平成７（1995）年に北京で開催された「第４回世界女性会議」では、女性の権利の実現とジェンダー

平等の推進を目指す「北京宣言」及び「行動綱領」が採択されました。 
「第４回世界女性会議」の 10 年目にあたる平成 17（2005）年には「北京＋10」（第 49 回国連婦人の

地位委員会）が開催され、「行動綱領」の実施状況の評価・検証が行われ、女性の自立と地位向上に向
けた取り組みを引き続き推進していくことが確認されました。 
平成 27（2015）年に開催された「北京＋20」（第 59 回国連婦人の地位委員会）では、「第４回世界女

性会議 20周年における政治宣言等」が採択されました。 
また、平成 27（2015）年に、国連において採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」全体の実施に

おいて「ジェンダーの視点をシステマチックに主流化していくことは不可欠である」としています。 
しかしながら、「世界経済フォーラム報告書 2022」で発表されたわが国のジェンダー・ギャップ指数

（GGI）は 146 カ国中の 116 位となっています。分野毎に見てみると「教育」１位、「健康」63 位、「経
済」121 位、「政治」139 位と「教育」・「健康」分野においては高い順位となっているのに比べ、「経
済」・「政治」分野では低い順位となっており、取り組みのさらなる強化が求められています。 
 
◆SDGs17 の項目 
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（２）国の動き 
わが国においては、昭和 50（1975）年の「国際婦人年」を契機に男女共同参画に関する国内の法律や

制度の整備が進められ、昭和 60（1985）年に「女子差別撤廃条約」を批准し、翌年に「男女雇用機会均
等法」が施行されました。なお、平成 11（1999）年に国連で採択された「女子差別撤廃条約」を補完す
る「女子差別撤廃条約の選択議定書」については、慎重・真剣な検討を進められています。 
平成 28（2016）年に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が完全

施行され、女性を取り巻く社会環境は大きな変化を遂げています。なお、この法律は10年間の時限立法
となっています。 
また、平成 30（2018）年には、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行され、
衆議院及び参議院並びに地方議会の選挙において、男女の候補者の数をできる限り均等にすることを目
指すこと等を基本原則とし、取り組みを進めていくことが定められました。 
令和２（2020）年には、「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、目指すべき社会像として、「あ

らゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGｓで掲げられている包摂的かつ持続可能
な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会」が新たに掲げられ「ジェンダー主
流化」の視点が提示されました。 
令和４（2022）年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022」では、女性が直面する課題を一つ一

つ解決し、令和の時代において女性が経済的に自立して生きられる社会を実現する必要があることから
「新しい資本主義」の中核に「女性の経済的な自立」を掲げました。 

（３）長崎県の動き 
県では、平成２（1990）年に「2001ながさき女性プラン」を、平成15（2003）年には「長崎県男女共

同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進してきました。 
令和３（2021）年３月には、「第４次長崎県男女共同参画基本計画～ながさき“輝き”プラン 2025～」

が策定され、「男女の人権の尊重」「社会における制度又は慣行についての配慮」「政策等の立案及び決
定への共同参画」「家庭生活における活動と他の活動の両立」「国際的協調」の５つを基本理念に掲げて、
「ひとりひとりが豊かな人生を送ることのできる社会づくりを目指します」としています。 
また、前計画に引き続き「あらゆる分野における女性の参画拡大」を基本目標のトップに掲げ、審議

会等の委員への女性の参画促進や県管理職等への女性の登用推進、「ながさき女性活躍推進会議」など
を通じた企業等における女性の参画促進などに努める方針です。  
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（４）佐世保市の動き 
本市では、平成 30（2018）年３月に「第３次佐世保市男女共同参画計画」を策定し、その施策として、

「女性活躍応援宣言登録制度」を創設し、事業主が女性活躍についての取り組みを宣言することで女性
が働き続けることができる職場環境づくりを進めています。 
平成 30（2018）年には、市長自ら「イクボス宣言」をし、続いて各部局長も宣言を行い庁内における

「イクボス」への取り組みを推進しています。 
また、男女共同参画推進センター「スピカ」を活動拠点として、インスタグラムの開設による情報提
供や様々な啓発などを行い、最近はオンラインを活用する新たな方法での事業展開を進めているところ
です。 
さらに「させぼ女性活躍推進協議会」（平成 30（2018）年度に名称変更）において民間や大学と、ま

た連携中枢都市として西九州広域都市圏の市町と連携し、男女共同参画及び女性活躍についての啓発を 
進めています。 
女性の抱える問題が増加していることを鑑み、女性相談室の周知に努めました。加えて、生理の貧困

に対する支援を行っているところです。 
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第２章 佐世保市の男女共同参画の現状 
１．統計からみる現状 
（１）人口・人口動態 
本市の令和３（2021）年度の人口は 239,960人で、平成 29（2017）年度以降も減少傾向にあります。

年齢３区分別人口割合をみると、0～14 歳の年少人口、15～64 歳の生産年齢人口の割合が減少しており、
65歳以上の高齢人口が増加しています。 
 
・年齢３区分別人口の推移 

 
・年齢３区分別人口割合の推移 

 
資料：年齢別市町別推計人口（各年 10月１日） 

33,075 32,673 32,230 31,507 30,692

140,932 138,587 135,850 131,710 129,188

75,877 76,549 77,051 77,173 77,247

1,819 1,819 1,819 2,833 2,833
251,703 249,628 246,950 243,223 239,960

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

令和元
(2019)年度

令和２
(2020)年度

令和３
(2021)年度

０～14歳 15～64歳 65歳以上 不詳

（人）

13.2 13.2 13.1 13.1 12.9

56.4 55.9 55.4 54.8 54.5

30.4 30.9 31.4 32.1 32.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

令和元
(2019)年度

令和２
(2020)年度

令和３
(2021)年度

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（％）
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本市の人口ピラミッドをみると、男性・女性とも70～74歳の年齢層が大きくなっています。また、35
～39歳以下の各世代では、男性の方が人口が多く、一方で、40歳以上の各世代では女性の人口が多くな
っています。 
 
・人口ピラミッド 

 
 

資料：年齢別市町別推計人口（令和３（2021）年 10月時点） 

4,372
5,166
5,505
5,347

4,735
4,590

5,400
6,439

7,282
8,241

7,936
7,229
7,741

9,414
10,864

7,532
7,091

10,208

0 4,000 8,000 12,000

【女性 計：125,092人】

4,653
5,397
5,599

5,914
5,141
4,926

5,572
6,754

7,093
7,928

7,299
6,476

7,145
8,446

9,561
5,402

4,375
4,354

04,0008,00012,000
０～４歳
５～９歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85歳以上

（人）

【男性 計：112,035人】
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本市の出生数は、平成 27（2015）年から令和元（2019）年にかけて 287人減少しています。 
 
・出生数の推移 

 
資料：令和２（2020）年版佐世保市の保健福祉（統計資料編） 

 
本市の合計特殊出生率は、昭和 58（1983）年から減少していましたが、平成 20（2008）年～平成 29

（2017）年にかけて上昇しています。県・全国と比較すると、直近の上り幅は0.02ポイントと小さくな
っています。 
 

・合計特殊出生率の推移 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告（人口動態保健所・市区町村別統計）」 

  

2,234 2,159 2,059 1,996 1,947

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成27(2015)年 平成28(2016)年 平成29(2017)年 平成30(2018)年 令和元(2019)年

（人）

1.86 1.75
1.68

1.58
1.53

1.71 1.73

1.88

1.74

1.65

1.56
1.49

1.59
1.67

1.73

1.53

1.44
1.36

1.31
1.38

1.43

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

昭和58(1983)年～
昭和62(1987)年

昭和63(1988)年～
平成４(1992)年

平成５(1993)年～
平成９(1997)年

平成10(1998)年～
平成14(2002)年

平成15(2003)年～
平成19(2007)年

平成20(2008)年～
平成24(2012)年

平成25(2013)年～
平成29(2017)年

佐世保市 長崎県 全国
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14.9

73.6
83.6 78.9 80.9 83.5 83.7 81.5 76.9

62.3

41.6

24.7
12.4

6.2 1.8
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

佐世保市（令和２(2020)年） 佐世保市（平成27(2015)年） 佐世保市（平成22(2010)年）
長崎県（令和２(2020)年） 全国（令和２(2020)年）

（％）

（２）雇用・就労状況 
本市の女性の労働力率を年齢別にみると、令和２（2020）年の推移は、20 歳代後半では、83.6％です

が、30歳代では低くなり、再び 40歳代では増加し、50歳代以降は再び減少しています。平成 22（2010）
年、平成 27（2015）年と比較してみると、就業率がすべての世代で上回っており、女性の社会進出が進
展している様子がうかがえます。 
 

・女性の労働力率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
佐世保市 
（平成 22

（2010）年） 

佐世保市 
（平成 27

（2015）年） 

佐世保市 
（令和２

（2020）年） 

長崎県 
（令和２

（2020）年） 

全国 
（令和２

（2020）年） 
15～19 歳 14.7 12.8 14.9 13.3 16.8 
20～24 歳 74.1 71.3 73.6 75.3 74.2 
25～29 歳 77.5 79.6 83.6 85.9 86.6 
30～34 歳 70.8 75.3 78.9 80.9 79.1 
35～39 歳 71.0 75.9 80.9 82.1 78.1 
40～44 歳 75.0 78.7 83.5 84.3 80.8 
45～49 歳 76.7 79.6 83.7 84.2 82.0 
50～54 歳 72.9 77.1 81.5 82.2 80.2 
55～59 歳 64.5 69.3 76.9 76.9 75.3 
60～64 歳 45.4 52.5 62.3 63.1 62.2 
65～69 歳 24.2 31.1 41.6 41.7 41.3 
70～74 歳 13.8 17.1 24.7 26.1 26.9 
75～79 歳 7.2 8.6 12.4 13.3 14.9 
80～84 歳 4.5 4.1 6.2 6.4 7.8 
85 歳以上 1.8 1.6 1.8 2.2 2.9 

資料：総務省「国勢調査」 
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本市の雇用者における従業上の地位の状況をみると、男性・女性とも正規の職員・従業員の割合が
県・全国より高くなっています。女性は、正規の職員・従業員の割合とパート・アルバイト・その他の
割合がほぼ同じ割合となっています。 
 

・従業上の地位の状況 

 

 

 
資料：総務省「国勢調査」（令和２（2020）年） 

67.7

43.6

1.0

1.3

11.4

42.0

6.7

3.0

3.2

1.1

8.9

3.8

1.1

5.1

0.0

0.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

佐世保市

63.0

43.2

1.3

1.6

11.7

40.2

6.4

2.6

3.9

1.0

11.7

3.9

1.9

7.4

0.0

0.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

長崎県

65.0

41.8

2.1

3.4

12.6

41.9

7.7

3.0

2.8

0.8

8.8

3.9

1.1

5.0

0.0

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

正規の職員・従業員 労働者派遣事業所の派遣社員 パート・アルバイト・その他
役員 自営業主（雇用あり） 自営業主（雇用なし）
家族従業者 家庭内職者

全国
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本市の子どもがいる夫婦の共働き世帯数をみると、平成17（2005）年と比べると平成27（2015）年は
1,130 世帯増加しています。その後、令和２（2020）年には、873 世帯減少し、15,997 世帯となってい
ます。 
また、子どもがいる夫婦の共働き世帯割合をみると、県や全国よりも低くなっていますが、平成 27

（2015）年から令和２（2020）年にかけて、約 0.2ポイント上昇しています。 
 
・子どもがいる夫婦の共働き世帯の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」 

  

15,740 15,974 16,870 15,997

29.2 28.4
30.7 30.9

32.3 31.0 32.0 31.6
31.2 29.9 31.1

31.3

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成17(2005)年 平成22(2010)年 平成27(2015)年 令和２(2020)年

佐世保市（世帯数） 佐世保市（世帯割合） 長崎県（世帯割合） 全国（世帯割合）

（世帯） （％）
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68.6%

31.4%

平成28(2016)年度

男性 女性

72.5%

27.5%

令和３(2021)年度

男性 女性

（３）政策・方針決定過程の場 
本市の令和３（2021）年度の審議会等の女性の登用状況をみると、女性の割合は 27.5％、男性の割合

は 72.5％と差がある状況となっています。 
令和４（2022）年の市議会議員に占める女性の割合は、6.0％で総数 31 人のうち、女性は２人となっ

ています。 
管理職等の女性の登用状況をみると、女性の管理職の割合はすべての階級において、平成 29（2017）

年より上回っており、特に課長補佐・係長級の役職者における女性の割合は、令和４（2022）年が
29.0％と、平成 29（2017）年よりも 9.8ポイント高くなっています。 

・審議会等の女性の登用状況 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

・市議会議員に占める女性の割合      （単位：人・％） 

 

・市の管理職等における女性の登用状況     （単位：人・％） 

 
資料：佐世保市（令和４（2022）年４月１日時点） 

総数 男性 女性 女性の割合
32 31 1 3.1
31 29 2 6.5

平成29年
令和４年

総数 男性 女性 女性の割合 総数 男性 女性 女性の割合
2,487 1,879 608 24.4 2,461 1,831 630 25.6
680 569 111 16.3 1,280 946 334 26.1
228 204 24 10.5 212 188 24 11.3

部長級 28 26 2 7.1 25 22 3 12.0
次長・課長級 200 178 22 11.0 187 166 21 11.2

452 365 87 19.2 1,068 758 310 29.0

平成29(2017)年 令和４(2022)年

職員全体
合　計

部長級・課長級

課長補佐・係長級
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２．アンケート結果からみる現状 
本調査は、「第４次佐世保市男女共同参画計画」の策定にあたり、市民や事業所の皆様から男女共同

参画に関する意見をうかがい、今後の男女共同参画施策に反映させることを目的として実施しました。
調査概要及び結果は以下の通りです。 

項目 市民意識調査 事業所実態調査 

調査対象者 市内在住の 20～69 歳の方 
（無作為抽出） 

厚生労働省「女性の活躍推進企業」 
データベースに登録している市内事業所
及び国税庁法人番号登録サイトより 

市内事業所を無作為抽出 
調査期間 令和４（2022）年４月 27 日（水）～５月 13 日（金） 
調査方法 郵送配布・郵送回収による本人記入方式 

又は調査票に記載した QR コードから web 回答 
配布数 3,000 件 500 件 

有効回収数 1,258 件 92 件 
有効回収率 41.9％ 18.4％ 
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15.1 

9.8 

11.8 

2.7 

29.3 

27.2 

12.1 

8.8 

50.2 

29.4 

31.2 

14.3 

40.3 

45.0 

29.0 

31.2 

10.5 

30.9 

25.4 

40.4 

8.0 

7.9 

25.0 

26.1 

3.5 

5.1 

5.5 

2.2 

1.5 

1.2 
3.3 

3.2 

1.5 

2.5 

2.3 

0.8 

1.0 

0.8 

2.9 

1.3 

12.3 

15.9 

11.9 

11.4 

9.3 

9.5 

13.8 

15.2 

5.2 

4.3 

8.8 

24.8 

8.4 

6.1 

12.0 

12.5 

1.6 

2.1 

3.2 

3.4 

2.1 

2.3 

1.7 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(１)社会全体で

（総合的に）

(２)家庭内で

(３)職場で

(４)学校教育の場で

(５)政治や行政の政策・
方針決定の場で

(６)社会通念や、
慣習・しきたりで

(７)法律や制度の上で

(８)地域社会活動の場で

全体（n=1,258）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答

15.1 

20.8 

10.5 

11.3 

50.2 

53.3 

59.4 

62.8 

10.5 

17.7 

13.7 

21.2 

3.5 

4.8 

3.4 

2.8 

1.5 

0.9 

0.7 0.3 

12.3 5.2 

9.3 

1.6 

1.6 

2.5 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
R4佐世保市
（n=1,258）
H23佐世保市
（n=351）

長崎県（n=1,028）

全国（n=2,645）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答

（１）市民意識調査 
●男女の地位の平等感について 
男女の地位の平等感についてみると、【（１）社会全体で（総合的に）】【(５)政治や行政の政策・

方針決定の場で】【(６)社会通念や、慣習・しきたりで】では『男性優遇』（「男性が優遇されてい
る」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）が６割以上と高くなっています。 
【（１）社会全体で（総合的に）】について、全国・長崎県・前々回（H23）結果と比較すると、

『男性優遇』は全国、長崎県、前々回結果より低くなっています。また、「性別によって差がない」
《全国・長崎県：「平等（である）」以下同》は全国、長崎県、前々回結果より低くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【全国・長崎県・前々回比較】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
※前回調査において、選択肢の表現が同一ではなかったため、前々回（H23 実施）調査と比較をしています。 
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退
職
や
休
業
な
ど
就
業
面
で
変
化

が
あっ

た

仕
事
量
が
増
え
た

収
入
が
減っ

た

収
入
が
増
え
た

心
身
に
不
調
を
き
た
し
た

人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
なっ

た Ｄ
Ｖ（

ド
メ
ス
ティ

ッ

ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス）

の
被
害
を
受
け
た

（

頻
度
が
増
え
た）

家
族
と
の
時
間
が
増
え
た

自
己
啓
発
を
す
る
こ
と
が
で
き
た

生
理
用
品
の
購
入
を
控
え
た

生
理
用
品
以
外
の
購
入
を
控
え
た

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

 13.1  11.7  20.1   0.8  14.8  54.4   0.2  23.3   6.2   0.2   2.7   6.4  16.9   1.7   1.5
 男性（n=532）  13.9  11.5  24.8   0.8  13.2  51.1    0.0  21.6   8.1    0.0   1.1   4.9  17.5   2.3   2.4
 女性（n=701）  12.3  12.0  16.3   0.9  16.1  56.9   0.4  24.5   5.0   0.3   3.9   7.7  16.4   1.3   0.7

性
別

単位：％

 全体（n=1,258）

地
域
や
企
業
に
対
し、

様
々
な
機

会
を
利
用
し
て
女
性
活
躍
や
男
女

共
同
参
画
の
意
識
啓
発
を
行
う

小
さ
い
頃
か
ら
学
校
で
女
性
活
躍

や
男
女
共
同
参
画
を
促
し、

ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
を
描
け
る
た
め
の
意
識

啓
発
を
行
う

佐
世
保
市
の
各
種
審
議
会、

委
員

会
な
ど
へ
女
性
の
委
員
を
多
く
登

用
す
る

男
性
に
対
し
て、

育
児
や
介
護、

地
域
生
活
へ
参
画
す
る
よ
う
意
識

啓
発
を
行
う

女
性
に
対
し
て、

積
極
的
な
社
会

参
画
や
就
労
継
続
の
た
め
の
意
識

啓
発
を
行
う

子
育
て
や
介
護
の
負
担
を
軽
く
す

る
た
め、

そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
施

設
や
制
度
を
充
実
さ
せ
る

ボ
ラ
ン
ティ

ア
な
ど
の
地
域
活
動

に
参
加
し
や
す
い
よ
う
な
環
境
づ

く
り
を
進
め
る

長
時
間
労
働
の
見
直
し
な
ど、

仕

事
以
外
の
時
間
を
確
保
で
き
る
よ

う
な
取
り
組
み
を
進
め
る

子
育
て
や
介
護、

地
域
活
動、

仕

事
と
家
庭
の
両
立
な
ど、

様
々
な

問
題
に
対
す
る
相
談
体
制
を
充
実

さ
せ
る

女
性
の
活
動
を
支
援
す
る
ネッ

ト

ワー

ク
な
ど
の
組
織
づ
く
り

を
進
め
る

セ
ク
ハ
ラ
や
Ｄ
Ｖ
の
根
絶
と
被
害

者
に
対
す
る
支
援
を
充
実
さ
せ
る

事
業
主
等
へ
の
育
児
休
業
や
介
護

休
業
等
の
制
度
の
周
知
を
図
る

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

   20.6    28.4    19.1    19.2     7.6   47.5     5.2   31.7    21.1     8.3    9.0   17.2   2.6   5.7
 男性（n=532）    25.4    21.8    21.6    14.3     7.7   41.7     5.3   32.9    20.5     8.3   12.0   16.4   4.9   6.4
 女性（n=701）    17.1   33.7    17.1    23.1     7.3   52.1     5.0    30.7    22.0     8.3    6.6   17.5   1.0   5.0

性
別

単位：％

 全体（n=1,258）

●コロナ禍における生活について 
コロナ禍における生活についてみると、全体では「人とのつながりが希薄になった」が 54.4％と

最も高く、次いで「家族との時間が増えた」が 23.3％となっています。 
男女別にみると、男女とも「人とのつながりが希薄になった」が最も高くなっています。 
「収入が減った」、「退職や休業など変化があった」の割合の合計が全体の３割以上あり、仕事面

においても、新型コロナウイルス感染症による生活への影響があったことがうかがえます。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
●女性が活躍するために市が力を入れていくことについて 
女性活躍推進・男女共同参画社会の実現のために、佐世保市が力を入れていくべきことについて

みると、全体では「子育てや介護の負担を軽くするため、それぞれに関する施設や制度を充実させ
る」が 47.5％と最も高く、次いで「長時間労働の見直しなど、仕事以外の時間を確保できるような
取り組みを進める」が 31.7％となっています。 
男女別にみると、男女とも「子育てや介護の負担を軽くするため、それぞれに関する施設や制度

を充実させる」が最も高くなっています。 
また、「小さい頃から学校で女性活躍や男女共同参画を促し、ライフプランを描けるための意識
啓発を行う」と回答した女性の割合が高くなっています。 
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6.5 

57.6 

12.0 

13.0 

3.3 

7.6 

0% 20% 40% 60%

０人

１～４人

５～９人

10～19人

20人以上

不明・無回答

全体（n=92）
40.2 

39.1 

7.6 

1.1 

1.1 

10.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０人

１～４人

５～９人

10～19人

20人以上

不明・無回答

全体（n=92）

０％ 41.3 

10％未満 3.3 
20％未満 2.2 

30％未満 5.4 40％未満 8.7 

50％未満 3.3 

60％未満 13.0 

70％未満 3.3 

80％未満 0.0 
80％以上

9.8 

不明・無回答
9.8 ｎ＝92

（％）

男性 85.4%

女性
14.6%

平成28（2016）年 結果
n=169

男性
75.8%

女性
24.2%

令和４（2022）年 結果
n=92

ｎ＝92
（％）

（２）事業所実態調査（結果抜粋） 
●管理職者数 
事業所における管理職の合計人数についてみると、「１～４人」が 57.6％と最も高く、次いで

「10～19 人」が 13.0％となっています。 
うち、女性管理職の人数についてみると、「０人」が 40.2％と最も高く、次いで「１～４人」が

39.1％となっています。 
女性管理職比率※ についてみると、「０％」が41.3％と最も高く、次いで「60％未満」が13.0％

となっています。 
前回結果と比較すると、女性管理職比率の平均は 9.6ポイント増加しています。 

 
【管理職 合計人数】    【うち、女性管理職】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【女性管理職比率】    《参考》 
      【事業所における管理職総数と管理職比率の平均】 

単位：人（％） 
 平成 28（2016）

年（前回） 
結果（n=169） 

令和４（2022）
年（今回） 
結果（n=92） 

男性 1,912（85.4） 336（75.8） 
女性 327（14.6） 107（24.2） 
男女計 2,239（100.0） 443（100.0） 

 
 
 
 
 
 
 

※女性管理職比率：女性管理職数を管理職合計人数で割った割合 
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●ワーク・ライフ・バランス 
休暇制度・勤務制度の取得状況についてみると、【⑥フレックスタイム制度】【⑦短時間勤務制度】

【⑧在宅就業制度】では「制度がない」、その他の項目では「該当者がいない」が最も高くなって
います。 
女性では【①育児休業（１ヵ月未満）】【②育児休業（１ヵ月以上）】【③育児休暇】【④子の看護

休暇】で「該当者のほぼ全員が取得している」が高くなっているのに対し、男性では同じ項目で
「該当者のほとんどが取得していない」が高くなっています。 
 
また、男性従業員が育児休業を取得するにあたっての課題についてみると、「代替要員の確保が
困難」が 59.8％と最も高く、次いで「休業中の賃金補償」が 31.5％となっています。 
 

  

2.2 

17.4 

0.0 

25.0 

2.2 

15.2 

7.6 

13.0 

2.2 

7.6 
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1.1 

19.6 

5.4 

19.6 

4.3 

18.5 

6.5 

13.0 

10.9 

13.0 

13.0 

7.6 

6.5 

3.3 

56.5 

57.6 

57.6 

52.2 

51.1 

54.3 

47.8 

46.7 

57.6 

52.2 

20.7 

26.1 

20.7 

7.6 

6.5 

8.7 

7.6 

10.9 

10.9 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

54.3 

38.0 

62.0 

14.1 

13.0 

14.1 

10.9 

14.1 

12.0 

14.1 

13.0 

14.1 

12.0 

9.8 

10.9 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①男性：育児休業

（１ヵ月未満）

①女性：育児休業

（１ヵ月未満）

②男性：育児休業

（１ヵ月以上）

②女性：育児休業

（１ヵ月以上）

③男性：育児休暇

③女性：育児休暇

④男性：子の看護休暇

④女性：子の看護休暇

⑤男性：介護休業

⑤女性：介護休業

⑥フレックスタイム制度

⑦短時間勤務制度

⑧在宅就業制度

全体（n=92）

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している

該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない

制度がない 不明・無回答

10.9 

18.5 

59.8 

31.5 

5.4 

20.7 

25.0 

15.2 

17.4 

5.4 

17.4 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

上司の理解不足

同僚の理解不足

代替要員の確保が困難

休業中の賃金補償

キャリア形成に不安を抱く

従業員がいる

前例（モデル）がない

男性自身に育児休業を

取る意識がない

社会全体の認識不足

業務の引継ぎが困難

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=92）
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12.0 

33.7 

19.6 

12.0 

13.0 

13.0 

44.6 

22.8 

6.5 

12.0 

6.5 

7.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
優良企業の表彰

再就職女性の活用のための支援
法律や制度、女性の能力活用の方法等についての

情報提供や相談の場の設置
経営者や事業主を対象にした

法律や制度の周知・啓発
労働者を対象にした職業意識や

能力開発のための講座などの開催
男性の家事・育児・介護等への

参画促進のための啓発
保育所、学童保育、介護施設などの充実

他の事業所の取り組み紹介
女性活躍応援宣言登録事業に
対するインセンティブの付与

宿泊を伴う出張などの時に
子どもを預けられる施設

その他

不明・無回答

全体（n=92）

●佐世保市の女性の活躍について 
女性社員の活用を図るために、今後、佐世保市に対して望むことについてみると、「保育所、学
童保育、介護施設などの充実」が 44.6％と最も高く、次いで「再就職女性の活用のための支援」が
33.7％となっています。 
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第３章 第３次計画（前計画）の総括 
１．前計画が終了するにあたっての総括 

（１）ジェンダー平等に対する意識が女性の社会進出の実態に伴っていない 

 

●性別役割分担意識（ジェンダー・バイアス）の解消に向けて、一層の取り組みが必要 
第２章の現状で示したように、令和２（2020）年の本市の状況をみると、女性の各年代において年々
就業率が上がり、女性の社会進出が進展しており、市民意識調査の「男女の地位の平等感について」で
も「男性が優遇」と回答した割合が減少傾向と、一見、効果が出てきたようにも見えます。 
しかしながら、「どちらともいえない」・「わからない」との回答が増えたとともに、「性別によって差

がない」と回答した割合は国や県の結果より低い等、まだまだジェンダー平等に対する意識が女性の社
会進出の実態に伴っていないことが見てとれます。 
加えて、次の項目で示すとおり前計画の数値目標の達成状況でも、附属機関の委員や一般行政職の管

理職、地区自治協議会役員に占める女性の割合について、目標を達成できておらず、慣例による評価や
社会構造など、それらに影響を与えている性別役割分担意識（ジェンダー・バイアス）の解消に向けて、
一層の取り組みが必要と考えられます。 

（２）コロナ禍での啓発活動が停滞した面がみられた 
 

●実施方法の検討・工夫と量より質への転換を図る 
前計画５年間のうち３年間は、新型コロナウイルス感染症の拡大により計画通りに事業を実施するこ

とが困難となるなど、セミナー等の参加者数を目標値とした事業の評価に影響を与えました。今後は、
社会情勢も加味し、インターネットの活用による実施方法の検討・工夫もさることながら、啓発事業に
ついて量より質への転換を図る必要があります。 

（３）子育て支援の環境づくりに一定の成果が図られた 
 

●子育て分野のみでなく、誰もが能力を発揮し多様な働き方ができる環境づくりの拡大を図る 
放課後児童クラブの設置や保育園の待機児童ゼロ、病児保育事業など、着実に目標を達成した事業も

あり、子育て中の人が社会で活躍できる環境づくりについては一定の成果を上げ、上記（１）の女性の
社会進出にも寄与していると思われます。今後は子育て分野のみでなく、誰もが能力を発揮し多様な働
き方ができる環境づくりの拡大に向けた成果をあげる必要があります。 
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２．前計画の評価と数値目標の達成状況 
前計画では、３つの基本目標に沿って、数値目標を定めて計画の着実な推進を目指すとともに、男女

共同参画社会の実現に向け取り組んできました。本計画策定にあたっては、各課題に基づく施策・事業
の進捗状況について庁内評価を行っています。以下は、前計画期間に取り組んできたことと、前計画で
定めた数値目標に対する目標値の達成状況を掲載しています。 

 

基本目標Ⅰ 男女がともに活躍できる社会づくり 

【取り組み】 
担当課 内 容 

総務課 ◆関連団体等への推薦依頼時に、女性委員の推薦への配慮を依頼している。 
また、女性団体登録制度を活用している。 

職員課 

◆人事評価の結果等をもとに、女性職員の管理職登用を行った。 
女性職員がキャリアアップできるよう研修機関への派遣を実施。 
自治大学校への派遣（平成 30（2018）年度２名、令和元（2019）年度１名) 
市町村アカデミー等への派遣（平成30（2018）年度７名、令和元（2019）年
度８名、令和２（2020）年度１名、令和４（2022）年度５名※現時点） 

人権男女共同参
画課 

◆事業所へ出向き、女性活躍について事業内容の説明や案内を実施している。
令和４（2022）年度８月末時点での女性活躍応援宣言登録事業所数は累計
183 事業所。登録から３年程度経っている事業所へのアンケート実施。 

商工労働課 
◆独自の求人及びハローワークと連携し、させぼお仕事情報プラザにおいて、
女性の求職者に対して就職あっせんを行った。 

（平成 30（2018）年度 99 人、令和元（2019）年度 100 人、令和２（2020）年
度 68 人、令和３（2021）年度 66 人、令和４（2022）年度見込 55 人） 

コミュニティ・ 
協働推進課 

◆27 地区の地区自治協議会役員のうち、女性が占める割合で最も多い地区は
21.0％となっているが、０人の地区も３地区ある等、地区によっても状況は
違っている。 

保育幼稚園課 
◆市内乳幼児施設において延長保育、一時預かり、障がい児保育等を実施し
た。 
また、市内５か所の小児科で病児保育を実施するとともに、令和３（2021）
年度からは連携市町内の病児・病後児保育室の相互利用を開始した。 

子ども政策課 ◆放課後児童クラブの設置を推進した。73 クラブ（目標値は達成されてい
る） 
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【数値目標】 

 項目 
実績値 
【平成 28 

（2016）年度】 
目標値 
【令和４

（2022）年度】 
計画最終 

年度現状値 
見込み 評価 

１ 附属機関の女性委員
比率 ＊１ 31.4% 40.0% 27.3％ 

・取り組みの成果が表れず、女性委
員の割合が横ばいとなっている。 

・また、国・県については女性の登
用率は 40.0％近くとなっているの
に対し、本市は 30.0％に満たない
低い数字となっている。 

２ 
一般行政職の管理職
（課長以上）に占め
る女性の割合 

7.3% 10.0% 9.0％ 

・令和４（2022）年４月時点で一般
行政職の管理職（課長以上）の女
性の割合は 9.0％であり、目標達
成に近い数値となっているもの
の、平成 30（2018）年４月時点の
8.3％からほぼ横ばいとなってい
る。 

・平成 28（2016）年度の実績値から
すると 1.7％増加しているが、県
（令和２（2020）年:13.4%)と比
較すると低い数字である。 

３ 女性活躍応援宣言登
録事業所数（累計） 82 か所 200 か所 200 か所 

・事業所アンケートでは、各事業所
とも宣言内容に基づいた取り組み
をしており、職場環境の改善等に
繋がっている。目標年度（令和４
（2022）年度）に目標値である
200 か所を達成する見込みであ
る。 

４ 

「させぼお仕事情報
プラザ」における就
業あっせん者数（各
年） 
平成 29（2017）年
から実施 

 120人 55人 

・女性の就職あっせんを行うことは
できたが、令和元（2019）年以
降、コロナの影響により相談件数
が減少しており、各年の目標値で
ある 120 人を達成することはでき
なかった。 

５ 
地区自治協議会役員
に占める女性の割合
＊２ 

11.8% ↑ 14.7％ 
・平成 28（2016）年度と比べ女性の
割合は伸びているが、横ばいとな
っている。今後も市から意識啓発
が必要である。 

６ 保育所待機児童数
（４月１日現在） ０人 

０人 
（令和元（2019） 

年時点） 
０人 

・新型コロナウイルス感染症対応と
して、臨時休業や利用制限を行う
場合があった。保育所待機児童数
については、現在も０人と目標を
達成できている。 

７ 病児保育事業実施か
所数 ５か所 

５か所 
（令和元（2019） 

年時点） 
５か所 

・新型コロナウイルス感染症対応と
して、臨時休業や利用制限を行う
場合があった。病児保育実施か所
数については、５か所で目標は達
成できている。 

８ 放課後児童クラブ開
設数 57 か所 

73 か所 
（令和元（2019） 

年時点） 
73 か所 

・必要な地域に設置済ではあるが、
一部定員が不足している地域があ
る。 

＊１ 附属機関の女性委員比率は、国、地方公共団体及び本市の職員を除く。 
＊２ 上昇を目標として、目標値は設定していない。  
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基本目標Ⅱ 男女がともに安全・安心に暮らせる社会づくり 
【取り組み】 

担当課 内 容 

人権男女共
同参画課 

◆ＤＶ防止の出前講座や広報（８月号：女性の人権、２月号：ＤＶ）での情報
発信を実施。市内の学校においてデートＤＶ防止出前授業を実施し、平均
9.5 回と毎年、ほぼ目標値を達成している。 

子ども保健
課 

◆妊婦相談（母子健康手帳交付）の実施（1,752 人）。 
◆初めて父親になる方に対して、父子手帳を交付（686 人）。 
◆プレパパ学級（両親学級）の実施（105 人、うち父のみ 53 人）。 
◆特定及び一般不妊治療費の助成を実施。 

 
【数値目標】 

 項目 実績値 
【平成 28 

（2016）年度】 
目標値 
【令和４

（2022）年度】 
計画最終 

年度現状値 
見込み 評価 

９ ＤＶ防止講座の実施回数 10 回 10 回 10回 

・講座を受けた方たちから高い
評価を受けている。また、市
内中学校でのデートＤＶ予防
講座については、今後も継続
して実施したい。 

10 乳児家庭全戸
訪問実施率 94.1% 

100% 
（令和元（2019） 

年時点） 
90.0％ 

・コロナ禍が拡大している令和
２・３（2020・2021）年度に
ついては目標値に対し９割を
切っている。今後は、短い時
間でも訪問を実施するなど、
工夫が必要と思われる。 
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基本目標Ⅲ 男女がともに参画する基盤づくり 
【取り組み】 

担当課 内 容 

人権男女共
同参画課 

◆図書の貸出やインスタグラムでの情報提供を行い、男女共同参画に関するセ
ミナーを実施。貸室については男女共同参画に関する利用（目的利用）とそ
れ以外（目的外利用）での利用があった。 

（平成 30 年（2018）度から令和３（2021）年度までのセミナー等への参加平均
人数は、1,400 人） 

 
【数値目標】 

 項目 実績値 
【平成 28 

（2016）年度】 
目標値 
【令和４

（2022）年度】 
計画最終 

年度現状値 
見込み 

評価 

11 
「スピカ」で
実施するセミ
ナー、講演会
等の参加者数 

2,151 人 2,200 人 1,200人 

・大きなイベントがあった年度は参加
人数が増えた一方、新型コロナウイ
ルス感染症の影響によりセミナーや
講演会の実施が中止となる等、計画
期間年度の平均参加者数が 1,400 人
と目標値を大きく下回っている。今
後は、参加者数を目標とするイベン
トから社会情勢や地域課題を見据え
たテーマ設定やターゲットを絞った
企画を行うなど量から質へ転換する
必要がある。 

12 
男女平等にな
っていると感
じる人の割合 

21.0% 30.0% 参考値 
10.5％ 

・指標としていた「まちづくり市民ア
ンケート調査」の実施方針を変更し
たため、今回行った「男女共同参画
に関する市民アンケート」の結果を
記載。選択肢が異なっているため、
参考値としている。今後は、比較で
きる選択肢を設け、計画の最終年度
に実施するアンケートによって、そ
の成果を計るものとしたい。 
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34.8 

39.6 

62.0 

53.3 

3.3 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4佐世保市（n=92）

H28佐世保市（n=169)

ある ない 不明・無回答

【重点項目】 
第３次計画（前計画）では、以下２つを重点項目として設定しました。今回、第４次計画策定に

あたり、アンケート調査結果でみえた目標に対する達成度は以下の通りです。 

 
【前計画の達成目標】 
▶▶▶女性活躍のポジティブ・アクションに取り組んでいる事業所を 55.0％以上にする。 

 

 
【前計画の達成目標】 
▶▶▶20～40代の女性で、「妊娠・出産を機に退職・転職した」人の割合を 45.0％以下にする。 

 

▶▶▶残業時間削減に取り組む事業所を 50.0％以上にする。 
 
 
 
 

39.6

51.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H28佐世保市（n=169） R4佐世保市（n=92）

50.6

45.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H28佐世保市（n=247) R4佐世保市（n=145）

重点項目①：女性が活躍できる機会や環境の整備 

重点項目②：仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

●令和４（2022）年の女性活躍のポジティブ・アクション
に取り組んでいる事業所は 51.1％となっています。 
●平成 28（2016）年の 39.6％から 11.5ポイント増加して
おり、目標値の 55.0％には届いていませんが、改善傾
向にあります。 

●令和４（2022）年の「妊娠・出産を機に退職・転職した」
人の割合は 45.5％となっています。 
●平成 28（2016）年の 50.6％から 5.1 ポイント減少してお
り、目標値の 45.0％には届いていませんが、改善傾向にあ
ります。 

●令和４（2022）年の残業時間削減に
取り組む事業所は 34.8％となってい
ます。 

●平成 28（2016）年の 39.6％からやや
減少しており、残業時間に対する改
善はみられません。 

 

※令和４（2022）年の調査では、「どのようなポジティブ・アクションに
取り組んでいるか」という問に対して、回答があった件数で割合を算出
しています。 



  



27 

  
第４章 計画の基本的な考え方 

１．目標と基本理念 
 

（佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例に基づき設定） 

 
 

（佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例 第３条） 

 

一人ひとりの個性や自主性が尊重され、誰もが対等に様々な場に参画し、 
その個性や能力を発揮し、ともに輝いて生きられる男女共同参画社会をめざします。 

（１）男女の人権の尊重 
男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別によるいかなる権利侵害も受けない

こと、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会
が確保されること、男女間におけるあらゆる暴力が根絶されること、その他の男女の人権が尊重
されること。 

（２）社会における制度または慣行についての配慮 
社会における制度または慣行が、固定的な性別役割分担等を反映して、男女の社会における活

動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 
（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

男女が社会の対等な構成員として、市における政策または事業者等における方針の立案及び決
定に共同して参画する機会が平等に確保できるよう配慮されること。 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 
家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護、その他の家
庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、学校、職場または
地域での活動とを両立できるよう配慮されること。 

（５）生涯にわたる健康とライフスタイルの自己決定への配慮 
男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、各個人が自己の人生のあり方（ライ
フスタイル）を自ら決定できるよう配慮されること。 

（６）国際的協調 
男女共同参画の推進へ向けての取り組みが国際社会における取り組みと密接な関係を有してい

ることに照らし、男女共同参画の推進は、国際的な協調の下に行われること。 

【目標】 

【基本理念】 
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２．基本目標 
男女共同参画の推進にあたっては、男女間の労働慣行、固定的な性別役割分担意識など、制度・慣

行・意識の３つの要素が相互に影響を与える構造的な問題があると考えられます。また、長引く新型コ
ロナウイルス感染症により、特に女性に対して就業から生活面について様々な形で深刻な影響を与えて
いることも考えられます。これらの課題に向き合い、ひとり親支援や再就職支援など女性が経済的に自
立して生きられる社会とともに、誰もが生きやすい社会を実現する必要があります。以上を踏まえ、本
計画では、以下の３つを基本目標に掲げ、これに基づいて男女共同参画に関する総合的な施策の展開を
図ります。 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 
誰もが自らの選択においてその個性と能力を十分に発揮し、責任を分かち合い、いきいきと活

躍できる社会を目指します。そのために、男女がともに職場、地域など社会のあらゆる場面に参
画し活躍できるよう、様々な分野で意思決定の場における女性の登用を促進します。 
また、女性のライフステージに応じて、その人の生き方に合った活動が行えるよう、女性のキ
ャリア・スキルの向上を支援します。 

 
 

基本目標Ⅱ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方ができる環境づくり 
誰もが生涯にわたって心豊かで充実した生活を送ることができるよう、ワーク・ライフ・バラ

ンスを支える環境づくりを目指します。そのために、社会の中に根強く残っている性別に基づく
役割分担意識の改革が必要です。男性の家庭参画の促進や仕事と子育て、介護等の両立支援など、
職場における啓発活動や子育て支援を充実させていきます。 
また、性別に関わらず、人は平等であることや誰もがともに参画し社会をつくり上げていく必

要性について教育啓発していきます。 
 
 

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 
家庭や地域など、あらゆる場面において、性別に関わらず誰もが尊厳を持ち、健康で安全・安

心に暮らすことができる社会を目指します。そのために、ＤＶや各種ハラスメント防止に関する
意識啓発や相談体制の整備、保健医療の整備等生涯にわたる健康支援を通して離職を防ぐととも
に心身の健康づくりを行っていきます。高齢者や障がいのある人、生活困窮者やひとり親家庭と
いった生活に困難を抱えている人が安心して暮らせるよう支援を進めていきます。 
また、安全・安心な生活環境の整備として、男女共同参画の視点を活かした防災対策等に努め

ます。 
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３．取り組みの体系 
基本目標 主要課題 具体的施策 

Ⅰ 
あらゆる分
野における
女性の参画
拡大 

（１）政策・方針決定過
程への女性の参画
拡大 

１ 審議会等への女性の参画促進 
２ 市における管理職への女性職員の登用推進 

（２）地域における男女
共同参画の推進 

３ 地域社会における男女共同参画の促進 
４ 国際的視野を広げ、国際交流を推進 
５ 農林水産業等自営業における女性への支援 

（３）女性のライフステ
ージに応じたキャ
リア形成の支援 

６ 職業意識の育成 
７ 再就職希望者に対する援助の充実 
８ 起業を目指す女性への支援 
９ 女性の職域拡大と能力開発のための啓発 

Ⅱ 
誰もが能力
を発揮し、
多様な働き
方ができる
環境づくり 

（４）雇用の場における
男女共同参画の推
進と仕事と生活の
調和の実現 

10 雇用の機会確保と雇用の場における環境整備の推
進 

11 両立のための職場における啓発促進  
12 多様な働き方を可能とする就業環境の整備 
13 ハラスメント防止のための啓発 
14 働く環境における女性のヘルスケア 
15 家庭生活における男女共同参画の促進 

（５）子育て・介護等の
支援体制の充実 

16 子育て支援策の充実 
17 介護支援策の充実 

（６）教育を通じた男女
共同参画の推進 

18 学校等における男女平等教育の推進 
19 多様な学習機会の提供 

（７）意識改革に向けた
啓発・普及の推進 

20 男女共同参画の視点に立った意識啓発 
21 広報等における取り組みの推進 

Ⅲ 
安全・安心
な暮らしの
実現 

（８）女性等に対するあ
らゆる暴力の根絶 

22 多様な機会をとらえた意識啓発 
23 学校における教育 
24 ＤＶ等あらゆる暴力への対策の推進 
25 被害者の救済と援助 

（９）生活上の困難を抱
える人が安心して
暮らせる環境の整
備 

26 貧困や高齢、障がい等により困難を抱えた人への
支援 

27 ひとり親家庭の生活安定と自立の促進 

（10）生涯を通じた健康
支援 

28 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 
29 適切な性教育の推進 
30 生涯にわたる健康の保持増進 

（11）防災等における男
女共同参画の推進 

31 男女共同参画の視点を取り入れた防災・復旧・復
興対策の推進 

32 消防分野における男女共同参画の推進 
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29.3 

21.4 

35.7 

40.3 

38.7 

42.2 

8.0 

12.8 

4.6 

1.5 
2.6 

0.7 
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0.3 

9.3 

13.0 

6.4 

8.4 

7.7 

8.8 

2.1 

1.9 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,258）

男性（n=532）

女性（n=701）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答

72.5%

27.5%

審議会等の
女性の登用状況

男性 女性

  

第５章 計画の内容 
基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 
（１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 
《進捗管理指標より》出典：佐世保市総務課 

   
《前計画の取り組み状況より》 

《アンケート結果より》 

 
■政治や行政の政策・方針決定の場における男女の地位の平等感 

  

現 状 

・政策・方針決定過程の場においての審議会等の女性の割合（グラフ参
照）をみると、令和３（2021）年度では27.5％と平成28（2016）年度
より 3.9 ポイント低くなっており、いまだ男性が多い状況が見受けら
れます。 

・審議会での女性の積極的な登用については、委員推薦依頼の際に、女性委員の推薦の配慮を
呼びかけています。 

・市の女性管理職登用の取り組みについては、平成 30（2018）年から令和４（2022）年の間
に、自治大学校へ３名、市町村アカデミー等へ 21名派遣しキャリアアップを図りました。 

・政治や行政の政策・方針決定の場における男女の地位の平等感についてみると、全体では
「どちらかといえば男性が優遇されている」が40.3％と最も高く、次いで「男性が優遇され
ている」が 29.3％であり、それを合わせた『男性優遇』は 69.6％となっています。男女別
にみると、女性では『男性優遇』が 77.9％、男性では 60.1％と、女性の方が 17.8ポイント
高くなっています。 
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政策・方針決定の場において、登用状況をみると、いまだ男性の方が多い状況となっています。 
引き続き、審議会委員選出において、委員の性別が偏ることがないようより一層配慮していく必

要があります。 
市における管理職の登用では、必要な人材育成や能力開発のための研修を行い積極的な登用を行

う必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

１ 審議会等への女性の参画促進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 女性委員の積極的登
用  

・民間から登用する審議会等の委員について、女
性委員の推薦への配慮を依頼し、女性委員の参
画がない審議会等の解消に努めます。 

総務課 
関係各課 

(２) 人材の育成及び参画 
・政策方針決定過程の場への参画を図るために、
人材の育成に努め、また各分野で活躍中の女性
の参画を促します。 

人権男女共同参画課 

 

２ 市における管理職への女性職員の登用推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 女性の管理職への積
極的登用 

・意欲と能力のある女性職員を管理職へ積極的に
登用します。 職員課 

(２) 能力開発のための研
修実施 

・女性職員が能力を十分に発揮し、キャリアアッ
プできるよう自治大学、市町村アカデミー等の
研修機関へ積極的に派遣します。 

職員課 

 
 
 
  

課 題 

具 体 的 施 策 
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男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
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8.8 

5.4 

7.0 

31.2 

33.2 

27.7 

26.1 

35.6 

46.5 

3.2 

8.9 

8.7 

1.3 

1.3 

1.6 

15.2 12.5 

11.9 

8.6 

1.8 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
佐世保市

（n=1,258）

長崎県（n=1,028）

全国（n=2,645）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答

86.1%

13.9%

地区自治協議会役員に占める女性
の割合（令和３(2021)年度）

男性 女性

（２）地域における男女共同参画の推進 

 
《進捗管理指標より》出典：佐世保市コミュニティ・協働推進課 

  
《前計画の取り組み状況より》 

 
《アンケート結果より》 

 
 
■地域社会活動の場における男女の地位の平等感（右は国、県との比較） 

 
  

現 状 

・地区自治協議会役員に占める女性の割合（グラフ参照）は平成 28
（2016）年度の 11.8％からの上昇を目標としていますが、令和３
（2021）年度は 13.9％と微増に留まっています。 

・地区自治協議会に女性役員の選出をお願いしました。 
・スピカでは市民活動の支援を行い、スピカまつりでは、男女共同参画に関する講演会や登録
団体の活動報告を行いました。 

・地域社会活動の場における男女の地位の平等感についてみると、全体では「どちらかとい
えば男性が優遇されている」が 31.2％と最も高く、次いで「性別によって差がない」が
26.1％となっている。『男性優遇』（「男性が優遇されている」＋「どちらかといえば男性が
優遇されている」）は40.0％となり、全国・長崎県と比較すると高くなっています。男女別
にみると、女性では『男性優遇』が 48.3％、男性では 29.8％と、女性の方が 18.5 ポイン
ト高くなっています。 
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地域社会の場において、いまだ多くの人が「男性優遇」と市民意識調査で回答しています。 
男女共同参画社会の形成のためには、男女が地域のあらゆる場において対等に参画する機会が確

保され、ともに責任を担うことが必要となります。 
様々な分野において、女性の意欲や能力を十分に活かし、活躍を後押しするための取り組みが必

要です。 

 
 
 
 
 
 

 

３ 地域社会における男女共同参画の促進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
地域団体における女
性の意見を反映させ
る仕組みづくりに向
けた啓発の推進 

・地域におけるまちづくり活動に女性の意見や考
え方を反映できるよう、住民自治組織に対し、
女性の意見を聞く場や雰囲気づくりのほか、役
員登用に対する理解を深め、担い手として活躍
いただけるよう、啓発を行います。 

コミュニティ・協
働推進課 

(２) 市民活動の支援 

・男女共同参画社会の形成を目的とした団体の活
動を促進するため、拠点施設であるスピカでの
活動を支援します。 

・新規の団体登録や若い世代の活動が広がるよう
な取り組みについて検討を進めます。 

人権男女共同参画課 

 
４ 国際的視野を広げ、国際交流を推進 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 国際交流や国際理解
促進の取り組み 

・海外姉妹都市等との交流により、その国の文化
や生活習慣などの情報を得て多様性に触れるこ
とで、異文化への理解と共生への意識が向上
し、男女共同参画推進の取り組みへも貢献しま
す。 

文化国際課 

 
５ 農林水産業等自営業における女性への支援 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 女性農業者への支援 
・女性農業者に対し、認定農業者※ の認定推進を
図ります。また、組織が行う、研修会・交流会
などの活動への助言等を含めた支援を行いま
す。 

農政課 

(２) 経営への参画促進 
・広報誌等での周知を行い、女性の労働力を正し
く評価した家族経営協定締結の促進を図りま
す。 

農業委員会 

(３) 漁業施設における就
労環境の整備の推進 

・漁港等において、誰もが働きやすい施設環境を
整備し、作業の効率化を図ります。 水産課 

課 題 

具 体 的 施 策 

※認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づいて、効率的で安定した農業経営を目指すために作成する「農業経営
改善計画（５年後の経営目標）」を市町村に提出して認定を受けた農業者のこと。 
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 男性（n=532）     0.8     1.3     2.8    36.8    39.8     8.6     7.5     2.3
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性
別

 全体（n=1,258）

単位：％

（３）女性のライフステージに応じたキャリア形成の支援 

 
《統計情報より》出典：総務省「国勢調査」 

 
《前計画の取り組み状況より》 

 
《アンケート結果より》 

 
■女性が職業をもつことについて 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

現 状  

・令和２（2022）年の女性の労働力率を年齢別（グラフ参照）にみる
と、20歳代後半では、83.6％ですが、30歳代では低くなっています。
緩やかな M 字カーブを描いており、働きながら結婚や出産ができる環
境の整備が進められています。 

・独自の求人及びハローワークと連携し、させぼお仕事情報プラザにおいて、女性の求職者に
対して就職あっせんを行いました。 

・中小企業を対象とした「デジタル化支援事業補助金」によりテレワークやウェブ会議システ
ムなど IT ツールの導入による職場環境整備の支援に取り組みました。 

・女性が職業をもつことについてみると、全体では「子どもができても、ずっと職業をもち続
けるほうがよい」が 45.3％と最も高く、次いで「子どもができたら出産や子育てに専念する
ためいったん退職し、子育てが落ち着いた後に再び職業をもつ方がよい」が 33.7％となって
います。 

・妊娠・出産を理由とした就労形態の変化について、男女別でみると、男性は、「育児休業な
しで、仕事の形態を変えずに続けて働いた」の割合がほとんどの年代で高くなっています
が、育児休業を取得している人も一定数います。一方で、女性に限定してみると「育児休業
を取得し、仕事の形態を変えずに続けて働いた」が、29.2％と最も高くなっています。ま
た、「不明・無回答」を除いて前回調査と比較した場合でも 11.4ポイント増加しています。 
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15.9 

12.3 

15.9 

9.3 

29.2 

11.5 

5.6 

6.6 

0.9 0.5 
4.7 

1.5 
21.9 

17.9 

3.9

3.2

2.1 

37.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4佐世保市（n=233）

H28佐世保市（n=971）

妊娠を機に退職した 出産を機に退職した
育児休業を取得し、仕事の形態を変えずに続けて働いた 育児休業なしで、仕事の形態を変えずに続けて働いた
同じ職場で別の仕事に変えてもらった 別の仕事に転職した
妊娠時、働いていなかった その他
不明・無回答

妊
娠
を
機
に
退
職
し
た

出
産
を
機
に
退
職
し
た

育
児
休
業
を
取
得
し、

仕
事
の
形

態
を
変
え
ず
に
続
け
て
働
い
た

育
児
休
業
な
し
で、

仕
事
の
形
態

を
変
え
ず
に
続
け
て
働
い
た

同
じ
職
場
で
別
の
仕
事
に
変
え
て

も
らっ

た

別
の
仕
事
に
転
職
し
た

妊
娠
時、

働
い
て
い
な
かっ

た

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

 11.6  10.8  22.4  15.6   1.1   3.7  14.5   4.2  16.1
 男性（n=143）   4.9   2.8  11.2  32.2   1.4   2.1   1.4   4.9  39.2
 女性（n=233）  15.9  15.9  29.2   5.6   0.9   4.7  21.9   3.9   2.1
 20歳代:男性（n=8）    0.0    0.0    0.0  37.5  12.5    0.0    0.0  12.5  37.5
 30歳代:男性（n=33）   3.0   3.0  21.2  39.4   3.0    0.0    0.0   3.0  27.3
 40歳代:男性（n=58）   6.9   3.4  10.3  39.7    0.0    0.0   1.7   5.2  32.8
 50歳代:男性（n=40）   5.0   2.5   7.5  17.5    0.0   5.0   2.5   5.0  55.0
 60歳代:男性（n=4）    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0  25.0    0.0    0.0  75.0
 20歳代:女性（n=15）  20.0  13.3  53.3    0.0    0.0   6.7   6.7    0.0    0.0
 30歳代:女性（n=70）  15.7  10.0  38.6   2.9   1.4   7.1  17.1   4.3   2.9
 40歳代:女性（n=99）  12.1  21.2  27.3   5.1   1.0   4.0  24.2   5.1    0.0
 50歳代:女性（n=39）  25.6  10.3  12.8   7.7    0.0   2.6  33.3   2.6   5.1
 60歳代:女性（n=9）  11.1  33.3  11.1  22.2    0.0    0.0  11.1    0.0  11.1

 全体（n=379）

単位：％

性
別

男
性
・
年
代
別

女
性
・
年
代
別

16.2 

19.5 

16.2 

14.8 

29.8 

18.4 

5.7 

10.5 

0.9 

0.8 

4.8 

2.5 

22.4 

28.5 

3.9

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4佐世保市（n=228）

H28佐世保市（n=610）

妊娠を機に退職した 出産を機に退職した
育児休業を取得し、仕事の形態を変えずに続けて働いた 育児休業なしで、仕事の形態を変えずに続けて働いた
同じ職場で別の仕事に変えてもらった 別の仕事に転職した
妊娠時、働いていなかった その他

■妊娠・出産を理由とした就労形態の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《参考》【前回比較（女性限定設定）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
《参考》【前回比較（女性限定設定）】※不明・無回答を除いた比較 
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妊娠・出産による女性のキャリア形成について、年齢別の労働力状況やアンケート結果の就労形
態の変化をみると、女性が働きながら出産・子育てができる環境の整備が進んでいることが見受け
られます。 
今後も女性が仕事と家庭の両立ができるよう、職場環境の整備や再就職のための支援、活躍した

い女性をサポートするなどして、女性のキャリア形成を進めていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 

 

６ 職業意識の育成 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 学校教育における職
業意識の育成 

・発達段階に応じたキャリア教育を通じて、自分
らしい生き方を実現しようとする意欲・態度の
育成を図ります。 

学校教育課 

(２) 多様な分野に触れる
機会の提供 

・性別にかかわらず将来あらゆる職業を選択でき
るように、多様な分野のセミナーを実施しま
す。 

人権男女共同参画課 

 

７ 再就職希望者に対する援助の充実 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 離職者の再就職支援 
・妊娠・出産や介護等で離職した女性が再就職で
きるように関係機関と連携して支援を行いま
す。 

商工労働課 

 

８ 起業を目指す女性への支援 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 起業を目指す女性へ
の情報提供 

・関係機関と連携し、女性が起業して社会進出す
るための情報提供等を行います。 

・VSIDE（産業支援センター）において、起業を目
指す方に対して相談や支援を行います。また、
貸事務室の提供も行います。 

人権男女共同参画課 
商工労働課 

 

９ 女性の職域拡大と能力開発のための啓発 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 職業能力開発へ向け
た啓発 

・国、県・企業などの関係機関と連携し、デジタ
ル人材育成を始めとした能力開発セミナー、各
種職業訓練や学び直しの支援制度に関する情報
提供などを行い、職業能力開発の啓発に努めま
す。 

商工労働課 
人権男女共同参画課 

課 題 

具 体 的 施 策 
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75.8%

24.2%

女性の管理職の割合
（令和４（2022）年）

男性 女性

基本目標Ⅱ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方ができる環境づくり 
（４）雇用の場における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和の実現 

 
《事業所実態調査より》 

  
 

《前計画の取り組み状況より》 

 
 
《アンケート結果より》 

現 状 

・事業所実態調査によると、女性管理職比率（グラフ参照）は前回
（平成 28（2016）年）調査から約 10 ポイント増え 24.2％になって
います。 

・庁内管理職向け（新任課長職）に講師を招聘し、「イクボス研修」を年１回実施しました。 
・男性向けの料理教室や介護セミナーを実施しました。 
・親子ふれあい遊び、父親向け育児講座、父親向け食育講座を実施しました。 
・企業誘致活動の結果、雇用の確保に寄与しました。 

・事業所のワーク・ライフ・バランスを実現するにあたっての取り組みについてみると、「有
給休暇の取得促進に取り組んでいる」が 57.6％と最も高く、次いで「長時間労働の削減に取
り組んでいる」が 43.5％となっています。 

・事業所のワーク・ライフ・バランスを実現するにあたっての課題についてみると、「育児休
業や介護休業などによる代替要員の確保が難しい」が 39.1％と最も高く、次いで「職場や周
りの人の業務量が増える」が 28.3％となっています。 

・育児休業の取得については、女性と男性では大きな開きがあります。事業所における在宅就
業制度についてみると、「制度がない」が 62.0％と最も高くなっています。 
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43.5 

57.6 

34.8 

17.4 

21.7 

4.3 

12.0 

1.1 

22.8 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

長時間労働の削減に取り組んでいる

有給休暇の取得促進に取り組んでいる

仕事と育児の両立支援を行っている

仕事と介護の両立支援を行っている
フレックスタイム、短時間勤務制度など、

柔軟な働き方を導入している
在宅勤務等のテレワークなど、
多様な働き方を導入している
福利厚生制度の充実など、

休暇の過ごし方の支援を行っている
その他

特にない

不明・無回答

全体（n=92）
28.3 

39.1 

2.2 

5.4 

13.0 

6.5 

6.5 

10.9 

7.6 

4.3 

15.2 

4.3 

26.1 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
職場や周りの人の業務量が増える
育児休業や介護休業などによる

代替要員の確保が難しい
柔軟な働き方の推進について、

経営者・管理職の理解が不足している
柔軟な働き方の推進について、

周囲の一般従業員の理解が不足している
制度の導入に伴い、コストが増大する

勤務時間や勤務地の多様化による
雇用管理が複雑になる

勤務管理や適切な人事評価が難しい
収入が減ることなどへの不安があり、

従業員が制度の利用を望まない
情報やノウハウ不足などにより、

制度の導入や運用が難しい
導入・実施の効果を数値などで把握することが難

しい
売上減少など、経営への影響が懸念される

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=92）

2.2 

17.4 

0.0 

25.0 

6.5 

10.9 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

7.6 

1.1 

19.6 

5.4 

19.6 

4.3 

7.6 

6.5 

3.3 

56.5 

57.6 

57.6 

52.2 

20.7 

26.1 

20.7 

7.6 

6.5 

8.7 

7.6 

54.3 

38.0 

62.0 

14.1 

13.0 

14.1 

10.9 

9.8 

10.9 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性：育児休業
（１ヵ月未満）

女性：育児休業
（１ヵ月未満）

男性：育児休業
（１ヵ月以上）

女性：育児休業
（１ヵ月以上）

フレックスタイム制度

短時間勤務制度

在宅就業制度

全体（n=92）

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している
該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない
制度がない 不明・無回答

■ワーク・ライフ・バランスを実現するにあたって ■ワーク・ライフ・バランスを実現するに 
の取り組み      あたっての課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■事業所における休暇制度・在宅就業制度等の取得状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



40 

企業内における女性の管理職登用などが少しずつ進んでいる一方で、ワーク・ライフ・バランス
実現のための制度の充実については課題が残っている現状です。 
事業者が有給休暇の取得や長時間労働の是正に積極的に取り組むよう啓発を行い、また雇用の創
出などに向けた施策が必要です。 
またハラスメント防止やヘルスケアなど働く女性に対する理解の浸透など、女性の社会進出をさ

らに進めていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 雇用の機会確保と雇用の場における環境整備の推進 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 育児介護休業制度の
普及 

・国・県など関係機関との連携により、育児・介
護休業制度など各種制度の普及啓発に取り組
み、働きやすい環境づくりの啓発に努めます。 

商工労働課 

(２) 
雇用の創出や充実の
ための企業誘致の促
進 

・多様な就労の場の確保や、雇用の場の創出のた
め、市外企業の誘致及び市内企業の規模拡大の
設備投資を促進します。 

企業立地推進局 

(３) 住民基本台帳への旧
姓併記 

・本人からの届け出に対応し、住民基本台帳及び
マイナンバーカードへ旧姓を併記します。 戸籍住民窓口課 

(４) 事業主の取り組み促
進 

・働きやすい環境づくりや女性の活躍に取り組む
事業所を増加させるため、女性活躍応援宣言※
１ 登録制度を普及させます。 

・他の事業所の参考となるよう登録事業所の取り
組み内容を広報等で紹介します。 

人権男女共同参画課 
企業立地推進局 

(５) 
させぼ女性活躍推進
協議会による啓発推
進 

・させぼ女性活躍推進協議会※２ により市や国、
関係団体の連携を強化し、事業主への啓発や、
女性向けの研修等を行い、市内の女性活躍の取
り組みを推進します。 

人権男女共同参画課 

 
 
11 両立のための職場における啓発促進 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
ワーク・ライフ・バ
ランスの率先推進及
び普及啓発 

・市役所自らが、「イクボス※３ 宣言」等を通じ
ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り
組みを行います。 

・誰もがワーク・ライフ・バランスが取れるよう
な職場となるよう市内事業所に対しイクボスの
普及啓発を行います。 

人権男女共同参画課
子ども政策課 

(２) 事業所への意識啓発 
・男女共同参画や女性活躍に関する出前講座を事
業所で行い、社員や管理職の意識啓発を促進し
ます。 

人権男女共同参画課 

課 題 

具 体 的 施 策 

※１女性活躍応援宣言：企業・団体等が、それぞれの環境に合わせて女性の活躍を応援することを社内外に宣言すること。  
※２させぼ女性活躍推進協議会：市や国、関係団体等が佐世保市での女性活躍を推進するために連携して取り組むための組織のこと。  

※３イクボス：職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考え、その人のキャリ
アと人生を応援しながら、組織の業績も結果をだしつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司
（経営者・管理職）のこと。 
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12 多様な働き方を可能とする就業環境の整備 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
多様な働き方や就労
環境の整備に関する
支援制度の普及 

・市内企業に対して、国・県が実施するセミナー
や補助制度の周知及び申請支援などを行うこと
で、在宅就労などの働き方改革や社員のワー
ク・ライフ・バランスへの取り組みを啓発し、
就業環境の整備を推進します。 

商工労働課 

 

13 ハラスメント防止のための啓発 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
職場におけるハラス
メントを防止する環
境づくり 

・佐世保市人権啓発推進協議会等との連携により
市内企業・団体に向けた人権教育を行い、セク
ハラ・パワハラ等防止の啓発に努めます。 

人権男女共同参画課 

(２) 
市職員へのハラスメ
ント防止へ向けた啓
発 

・「佐世保市職員のハラスメント防止に関する要
綱」について、市職員への周知を図ります。 

・研修等の実施により防止啓発を行います。 
職員課 

 

14 働く環境における女性のヘルスケア 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 働く女性に対するヘ
ルスケアの啓発 

・女性活躍応援宣言登録事業所で働く女性に対し
てメンタルヘルスケアなど県が主催する講座を
周知し、参加者確保に努めます。 

人権男女共同参画課 

（２） 事業所に対するヘル
スケアの啓発 

・国・県が実施しているセミナーなどを事業所へ
周知・啓発し、働き世代の健康づくりを推進し
ます。 

・地域・職域連携による啓発により、市内企業に
おける「健康経営※」の取り組みを推進しま
す。 

商工労働課 
人権男女共同参画課 
健康づくり課 

 
 
15 家庭生活における男女共同参画の促進 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 家事・育児・介護へ
の男性の参画促進 

・家事・育児・介護への男性の参画推進を図るた
めに、子育てが楽しめるようなイベントの実施
や家事・育児・介護への参加を促す講座を開催
します。 

幼児教育センター 
人権男女共同参画課 

     

※健康経営：NPO 法人健康経営研究会の登録商標で、従業員の健康への配慮管理を健康資源の一つと捉え、従業員の
健康の保持・増進に積極的に取り組むこと。組織の活性化や生産性の向上が期待される。 
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57
73 73

平成29
（2017）年度

令和３
（2021）年度

目標値

放課後児童クラブ開設数

市
民
に
対
す
る
ワー

ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
の
普

及
・
啓
発

企
業
に
対
す
る
ワー

ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
の
普

及
・
啓
発

企
業
に
対
す
る
ワー

ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に
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た
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な
取
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実
現
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
市
内
企
業
の
紹
介
・
表
彰
等
の

実
施

子
育
て
支
援
・
介
護
支
援
の
充
実

そ
の
他

特
に
な
い

不
明
・
無
回
答

   25.4    32.3    52.8    17.2    63.2     3.1     8.1     2.8
 男性（n=532）    27.8    30.5    51.1    17.3    59.6     3.9     8.8     3.4
 女性（n=701）    24.0    33.5    54.8    17.1    65.8     2.4     7.4     2.4

性
別

 全体（n=1,258）

単位：％

（５）子育て・介護等の支援体制の充実 

 
《進捗管理指標より》出典：子ども政策課・保育幼稚園課 

 

《前計画の取り組み状況より》 

 
《アンケート結果より》 

 
■ワーク・ライフ・バランスがとれた暮らしのために、行政に求めること 

 
 
  

現 状 

・放課後児童クラブ開設数（グラフ参照）は目標値の 73 か所を達成
しています。 

・保育所待機児童数は令和３（2021）年４月１日現在０人です。 

・子育てが不安な人等に対し臨床心理士・社会福祉士等による支援を行い、児童虐待等の未然
防止等の推進に努めました。 

・介護を行っている家族を身体的・精神的・経済的側面から支援するため、介護教室や介護者
リフレッシュ事業、おむつ購入費支給事業等を実施しました。 

・ワーク・ライフ・バランスがとれた暮らしのために、行政に求めることについてみると、男
女とも「子育て支援・介護支援の充実」が最も高く、次いで、「企業に対するワーク・ライ
フ・バランスの実現に向けた具体的な取り組みの啓発」、「企業に対するワーク・ライフ・バ
ランスの考え方の普及・啓発」となっています。 
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本市ではこれまで、子育てや介護について各種支援を行ってきましたが、アンケートの結果にお
いて、ワーク・ライフ・バランスの充実に向けて行政が取り組むべきこととして、「子育て支援・介
護支援の充実」が高い割合を占めていることから、更なる子育て支援・介護支援に関する取り組み
を進める必要があります。多様な利用者のニーズに対応するために、サービスの充実と支援体制を
強化することが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 子育て支援策の充実 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
多様な利用者のニー
ズに対応した保育サ
ービスの充実 

・子育てと仕事の両立支援のため、延長保育や病
児保育、障がい児保育など利用者の幅広い保育
ニーズに対応するとともに、施設の環境整備を
計画的に進めるなど、保育の質の確保、保育サ
ービスの充実に努めます。 

保育幼稚園課 

(２) 放課後児童への支援
体制の充実 

・留守家庭児童対策として、放課後児童クラブの
設置を推進し、児童の健全育成を図ります。 

・小学校施設を主な活動拠点として、学校・家
庭・地域が連携して、放課後や休日における子
どもたちに豊かな体験と安全安心な居場所を提
供する放課後子ども教室の設置を推進するとと
もに、活動の周知・広報に努めます。 

子ども政策課 
社会教育課 

(３) 子育てに関する相談
支援体制の整備 

・地域全体での子どもと子育てを支援するため、
情報の発信や地域子育て支援センター、ファミ
リーサポートセンターの利用促進、子育て支援
団体とのネットワークを深めます。 

・子育ての不安に対し臨床心理士や保育士等によ
る支援を行い、児童虐待等の未然防止等の推進
に努めます。 

子ども政策課 
子ども子育て応援セ
ンター 
子ども発達センター 
保育幼稚園課 

 
 
 
 

17 介護支援策の充実 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
要介護高齢者等のニ
ーズに応じた介護サ
ービスの充実 

・要介護高齢者等が、地域で自立した生活を送る
ことができるように、介護や福祉サービスの充
実を図るとともに、介護をしている家族等に対
する支援に努めます。 

長寿社会課 

 
  

課 題 

具 体 的 施 策 
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2.7 

1.4 

3.3 

14.3 

11.7 

15.2 

40.4 

61.9 

61.2 

2.2 

1.8 

2.3 

0.8 

0.6 

0.3 

11.4 24.8 

17.3 

17.7 

3.4 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
佐世保市

（n=1,258）

長崎県（n=1,028）

全国（n=2,645）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答

（６）教育を通じた男女共同参画の推進 

 
《市民意識調査より》 

  
《前計画の取り組み状況より》 

 
 
《アンケート結果より》 

 
■学校教育の場における男女の地位の平等感（国・県比較） 

 
 
  

現 状 

・学校教育の場における男女の地位の
平等感（グラフ参照）についてみる
と、全体では「性別によって差がな
い」が 40.4％と最も高くなっていま
す。男性では「性別によって差がな
い」が44.9％と、女性と比べて7.1ポ
イント高くなっています。 

・教職員の資質向上を図るため、ワーク・ライフ・バランスに関する研修会を実施しました。 
・教育集会所及び各コミュニティセンターにおいて人権同和教育に関する講演会や講座を実施
しました。 

・学校教育の場における男女の地位の平等感について、全国・長崎県と比較すると、「性別に
よって差がない」は全国、長崎県より低くなっています。 

2.7 

1.3 

3.7 

14.3 

13.3 

15.3 

40.4 

44.9 

37.8 

2.2 
2.8 

1.9 

0.8 

1.5 

0.3 

11.4 

11.1 

11.8 

24.8 

23.1 

25.8 

3.4 

1.9 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,258）

男性（n=532）

女性（n=701）

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
性別によって差がない どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている どちらともいえない
わからない 不明・無回答
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セミナーや講演会については、教育集会所やコミュニティセンターにおいて開催されましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により目標開催数を大きく下回りました。アフターコロナ・ウィ
ズコロナを見据えながら、引き続きセミナーや講演会を開催します。 
学校現場における平等感が全国及び長崎県と比較すると低くなっており、児童・生徒や教職員に
対する男女共同参画に関する教育・啓発を通じて、ジェンダー平等の意識を醸成する必要がありま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 学校等における男女平等教育の推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
学校等の活動全体の
中での男女平等・人
権尊重の精神の育成 

・小・中学校及び義務教育学校の教育課程に人権
教育の指導計画を位置づけ、子どもの発達段階
に応じた人権尊重、男女平等の教育を行いま
す。 

学校教育課 

(２) 
教育関係者に対する
男女共同参画の意識
啓発の充実 

・小・中学校教職員を対象に、人権尊重及び男女
平等に関する研修会を実施します。 

・関係機関と連携して人権教育に関する講演会を
実施します。 

教育センター 
学校教育課 

 

19 多様な学習機会の提供 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 社会教育施設等にお
ける学習機会の充実 

・地区コミュニティセンターや教育集会所等の社
会教育施設等で実施する主催講座において、男
女平等をはじめ、人権教育に関する学習機会の
充実を推進します。 

社会教育課 

  

課 題 

具 体 的 施 策 
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21.0%
10.5%

30.0%

平成29
（2017）年

令和４
（2022）年

目標値

男女平等になっている
と感じる人の割合

3.1 

5.7 

5.0 

7.5 

34.0 

36.8 

35.3 

27.5 

34.2 

32.5 

27.6 

36.6 

26.1 

19.0 

17.4 

23.2 

10.6 

5.2 

2.6 

6.0 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
R4佐世保市
（n=1,258）
H28佐世保市
（n=1,104）

長崎県（n=1,028）

全国（n=2,645）

賛成する どちらかといえば賛成する
どちらかといえば反対する 反対する
わからない 不明・無回答

3.1 

4.5 

2.0 

34.0 

36.5 

32.2 

34.2 

31.4 

36.1 

26.1 

25.0 

27.1 

2.6 

2.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,258）

男性（n=532）

女性（n=701）

賛成する どちらかといえば賛成する
どちらかといえば反対する 反対する
不明・無回答

（７）意識改革に向けた啓発・普及の推進 

 
《市民意識調査より》 

  

《前計画の取り組み状況より》  

 
《アンケート結果より》 

 
■「夫は外、妻は家庭」という考え方（右は国、県との比較） 

  

現 状  

・男女平等になっていると感じる人の割合（グラフ参照）は目標値
（前計画の指標）の 30.0％に対し、令和４（2022）年は 10.5％に
とどまっており、平成 29（2017）年からほぼ半減しています。 

・企業への出前講座、市民や職員を対象とした人権啓発の講演会や上映会を実施しました。 
・市内の小・中学生から男女共同参画に関する作文を募集し、男女共同参画都市させぼ宣言の
日において受賞者に発表いただくなど、ジェンダー平等に関する意識啓発を行いました。 

・「夫は外、妻は家庭」という考え方について、『反対』（「反対する」と「どちらかといえば反
対する」の合計）は全体で 60.3％となっており、男女別でみると、女性が 6.8 ポイント男性
よりも高くなっています。国や県、前回調査と比較しても、『反対』と答えた割合は高くな
っています。 
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男女が平等になっていると感じる人の割合が減少している一方、「夫は外で働き、妻は家庭を守る
べき」といった夫婦間の性別役割分担意識は解消傾向にあります。 
ジェンダー平等感を高め、ジェンダー・バイアスをさらに解消させるため、性の多様性も含め、

誰もが共に参画する社会をつくり上げていくための意識改革や理解促進が重要です。 

 
 
 
 
 
 

 
20 男女共同参画の視点に立った意識啓発 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 人権啓発講演会等に
よる啓発活動の実施 

・各町内での学習会への出前講座、人権教育研究
会における研修の実施、企業への出前講座など
様々な人を対象とした男女共同参画をはじめと
した人権に関する研修を実施します。 

人権男女共同参画課 
社会教育課 
学校教育課 

(２) 
スピカを利用した情
報の提供や啓発の実
施 

・固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込み
を解消するため、あらゆる機会を捉えて意識改
革と理解の促進を図ります。 

・「生理の貧困」の問題は、経済的な問題だけでな
く家庭環境や理解不足などの要因もあるため生
理を取り巻く情報を周知し、理解促進を図りま
す。 

・啓発週間や月間等に併せて、図書交流コーナー
での情報提供を積極的に実施します。 

・市民団体や企業が男女共同参画に関する活動や
その他研修などに利用するため、研修室等の貸
し出しを行います。 

人権男女共同参画課 

(３) 性の多様性に対する
理解の促進 

・性の多様性に対する理解を深めるため、広報等
による啓発に努めます。 

・市職員に対しても理解促進のため研修を行いま
す。 

人権男女共同参画課 
職員課 

 

21 広報等における取り組みの推進  
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 広報・啓発活動の推
進 

・女性だけでなく、男性、子ども、若者などあら
ゆる層に男女共同参画社会の形成について、広
報・SNSでの情報発信やイベント等での機会を捉
え啓発活動を行います。 

人権男女共同参画課 

(２) 男女共同参画の視点
に配慮した広報 

・広報紙・刊行物等を作成する際に、男女共同参
画の視点に配慮します。 

秘書課 
関係各課 

課 題 

具 体 的 施 策 
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《アンケート結果より》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 
（８）女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

 
《進捗管理指標より》出典：人権男女共同参画課 

  
《前計画の取り組み状況より》 

 
 

 
  

現 状  

・ＤＶ防止講座の実施回数（グラフ参照）は目標値10回に対して、令
和３（2021）年度は８回にとどまりました。 

・ＤＶ防止の出前講座や市広報紙での情報発信を実施しました。 
・中学校でデートＤＶ予防講座を道徳や総合学習の時間で行いました。 
・配偶者からの暴力等により、心身に危険が生じた母子を関係施設に緊急避難させ、母子の
身柄の安全確保と自立の支援を行いました。 

・身体的ＤＶについては、なぐったり、けったり、物を投げつけたり、つき飛ばしたりするな
どの身体的ＤＶが『あった』（「１、２度あった」「何度もあった」の合計）が、全体で
12.5％となっています。性別でみると、女性では『あった』が身体的ＤＶで 16.3％と、男
性と比べて 8.4ポイント高くなっています。 

・精神的ＤＶについては、人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神
的ＤＶが『あった』は、全体で 12.5％となっています。性別でみると、女性では精神的Ｄ
Ｖが『あった』が、16.3％と、男性と比べて 8.6ポイント高くなっています。 

・ＤＶ被害について、全体では「どこ（誰）にも相談しなかった」が 55.5％と最も高く、次
いで「友人・知人に相談した」が 24.2％となっています。 

・どこ（誰）にも相談しなかった理由についてみると、全体では「相談しても無駄だと思った
から」が 42.3％と最も高くなっています。 

・ＤＶを防ぐため、もっとも重要だと思う取り組みについてみると、全体では「被害者が家庭
内のことを打ち明けられる相談体制を整備する」が 20.0％と最も高く、次いで、「被害者が
援助を求めやすくするため、情報提供体制を充実させる」が 19.2％、「家庭・学校における
人権やＤＶについての教育を充実させる」が 12.3％となっています。 

10
8

10

平成28
（2016）年

令和３
（2021）年

目標値

ＤＶ防止講座の実施回数
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9.6 

6.0 

12.7 

2.9 

1.9 

3.6 

84.3 

87.2 

82.0 

3.2 

4.9 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,258）

男性（n=532）

女性（n=701）

１、２度あった 何度もあった まったくない 不明・無回答

7.7 

4.3 

10.6 

4.8 

3.4 

5.7 

84.2 

87.2 

81.9 

3.3 

5.1 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,258）

男性（n=532）

女性（n=701）

１、２度あった 何度もあった まったくない 不明・無回答

■なぐったり、けったり、物を投げつけたり、 ■人格を否定するような暴言や交友関係を 
つき飛ばしたりするなどの身体的ＤＶ   細かく監視するなどの精神的ＤＶ 
 
 
 
 
 
 
 
■ＤＶ被害を誰かに打ち明けたり相談したりしたか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■どこ（誰）にも相談しなかった理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ＤＶを防ぐため、もっとも重要だと思う取り組み 
 
  

ど
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かっ

た
か
ら

公
共
の
相
談
機
関
を
知
ら
な
かっ

た
か
ら

恥
ず
か
し
く
て
誰
に
も
言
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思っ
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か
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け
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自
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か
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相
談
す
る
ほ
ど
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こ
と
で
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な
い

と
思っ

た
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

 14.8   7.7  16.2  42.3   5.6   3.5  16.9  18.3  31.7   7.0   1.4
 男性（n=40）  10.0  10.0   7.5  27.5   2.5    0.0  12.5  27.5  40.0  10.0   2.5
 女性（n=100）  17.0   6.0  20.0  49.0   7.0   5.0  18.0  14.0  29.0   6.0   1.0

単位：％
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 19.2  12.3  20.0   5.8  12.0  12.0   1.4   2.4  14.9
 男性（n=532）  21.1  11.5  19.4   5.6  11.3  10.5   1.5   2.8  16.4
 女性（n=701）  18.0  13.0  20.5   5.8  12.7  13.3   1.1   2.1  13.4

性
別

単位：％

 全体（n=1,258）
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身体的ＤＶや精神的ＤＶなど、これまでに暴力を受けたことのある割合は１割台となっています
が、依然として、暴力を受ける割合は女性の方が高くなっています。本市では、これまで、講座や
広報誌等による情報発信を進めてきましたが、引き続き、情報発信等を通じて、暴力に関する認識
を高め、被害が生じることのないよう努める必要があります。 
また、暴力等による被害を受けたのに相談しなかった割合が高いことから、誰でも安心して相談

できる相談窓口の整備や周知・啓発をしていく必要があります。 
ＤＶ等の暴力等は配偶者間のみで起こるものではありません。高齢者や障がいのある人などあら

ゆる市民の暴力被害を防ぐ取り組みが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 多様な機会をとらえた意識啓発 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) ＤＶを防ぐ意識啓発
の推進 

・ＤＶやセクハラ等の根絶に向けて広く地域社会
や学校、企業団体への啓発セミナーを開催し、
また、広報による情報発信を行います。 

人権男女共同参画課 

(２) 
出前講座などによる
人権啓発講演等の実
施 

・公民館等を活用して、人権尊重を目的とした出
前講座等により、意識啓発を行います。 社会教育課 

 

23 学校における教育 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 道徳教育の充実 

・小・中学校の生活において、学び合う中で友情
を育み、人間関係を築き、異性についての理解
を深めることをとおして、互いの人格を尊重す
る道徳教育を充実させ、意識の醸成に努めま
す。 

学校教育課 

(２) ＤＶ予防の取り組み 
・各学校に対して、ＤＶ予防に関する情報提供を
行います。 

・市内の学校において人権教育を充実させ、デー
トＤＶ予防講座を行い、早期啓発を行います。 

学校教育課 
人権男女共同参画課 

  

課 題 

具 体 的 施 策 
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24 ＤＶ等あらゆる暴力への対策の推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 相談窓口の周知・充
実 

・市や県の相談窓口を広報するとともに、被害者
に様々な相談機関があることを周知します。 

・女性相談室で安心して相談できるような環境を
つくり、相談員の資質の向上を図ります。 

人権男女共同参画課 

(２) 高齢者への虐待防止 

・虐待を未然に防止するために、広く市民に対し
て啓発を行います。 

・関係者の研修会や講演会を開催して専門的知識
の向上と担うべき役割の意識付けを図り、虐待
の早期発見・早期対応に努めます。 

長寿社会課 

(３) 障がいのある人への
虐待防止 

・定期的な見守りや関係者の講習充実など、障が
い者虐待防止の周知・啓発及び早期発見に努め
るとともに、関係機関等との連携協力体制の強
化を図ります。 

・プライバシーについての配慮とあわせて、相談
しやすい窓口とします。 

障がい福祉課 

 

25 被害者の救済と援助 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 被害者への相談支援 
・被害者に庁内や関係機関と連携して必要な支援
を行います。 

・住民基本台帳情報閲覧制限の支援対象者に関す
る庁内連携の体制を整備します。 

人権男女共同参画課 

(２) 母子の救済に関する
相談・支援 

・配偶者からの暴力等により、心身に危険が生じ
た母子を関係施設に緊急避難させ、母子の身柄
の安全確保と自立の支援を行います。 

子ども子育て応援
センター 

(３) 住民基本台帳閲覧等
制限による支援 

・婦人相談員及び警察など関係機関等との連携に
より、申し出のあったＤＶ被害者に対し住民基
本台帳閲覧制限及び住民票の発行停止と、本市
に本籍を有する者の戸籍の附票の発行停止の支
援を行います。 

戸籍住民窓口課 

(４) 市営住宅の優先入居
の支援 

・婦人相談員及び家庭相談員等との連携により、
ＤＶ被害者に対し市営住宅の優先入居に関する
支援を行います。 

住宅課 
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1,553

125

母子世帯 父子世帯

18歳未満のいる
ひとり親世帯数

0.6 

1.2 

0.2 

1.6 

2.0 

1.3 

13.0 

15.8 

11.1 

12.2 

12.6 

11.7 

22.5 

17.0 

27.0 

2.7 

3.5 

1.7 

44.5 

45.6 

43.5 

3.0 

2.3 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=830）

男性（n=342）

女性（n=478）

主として夫 どちらかといえば夫 夫と妻が両方同じ程度
どちらかといえば妻 主として妻 その他の人
わからない 不明・無回答

22.8 39.1 21.7 7.6 2.2 6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=92）

多様な人材の採用・活用に努めている
必要性は感じているが、取り組みには至っていない
必要性を感じていない
ダイバーシティ&インクルージョンという言葉や考え方を知らなかった
その他
不明・無回答

（９）生活上の困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備 

 
《統計情報より》出典：総務省「令和２（2020）年国勢調査」 

 

《前計画の取り組み状況より》 

 
《アンケート結果より》 

 
■高齢者等の世話・介護の分担   ■事業所におけるダイバーシティ＆ 
       インクルージョンの取り組み 

  

現 状 

・本市の18歳未満のいる母子世帯は1,553世帯、父子世帯は125世
帯です。（グラフ参照） 

・高齢化率は 31.7％です。 

・保健師等による訪問指導、地域における相談体制の実施や障がいの理解促進、社会参加・就
労支援などを実施しました。 

・生活保護世帯及び生活困窮世帯の小学生・中学生を対象とした学習支援会を開催しました。 
・ひとり親家庭の保護者の資格取得や、児童の進学等に必要な経費の貸付を行いました。 

・高齢者等の世話・介護の分担についてみると、全体では「わからない」が 44.5％と最も高
く、次いで「主として妻」が 22.5％となっています。『夫』（「主として夫」と「どちらかと
いえば夫」の合計）は 2.2％、『妻』（「主として妻」と「どちらかといえば妻」の合計）は
34.7％となっています。 

・事業所におけるダイバーシティ＆インクルージョンの取り組みについてみると、「必要性は
感じているが、取り組みには至っていない」が 39.1％と最も高くなっています。 
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本市の高齢化率は 31.7％となっており、多くの高齢者が生活しています。高齢者が元気で生活で
きるように高齢者支援の取り組みを引き続き進めていく必要があります。 
障がいがあっても本市で安心して過ごせるように、医療機関などと連携した支援が必要です。 
生活困窮世帯については、本市がこれまで行ってきた学習支援などを引き続き行い、貧困の世代

間連鎖が起きないような取り組みが必要です。 
また、ひとり親世帯が約 1,600 世帯であることから、ひとり親世帯の生活の安定に資する取り組

みの推進が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 貧困や高齢、障がい等により困難を抱えた人への支援 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 高齢者への支援 

・高齢者宅への家庭訪問や窓口等での相談による
支援や住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う介護予防や孤立化防止、また生きがいづくり
や社会参加を促進する体制づくりに取り組みま
す。 

・高齢者の臨時的かつ短期的な就業機会を確保す
るために、「シルバー人材センター」による支援
を行います。 

長寿社会課 
商工労働課 

(２) 障がい者への支援 

・地域での安定した生活を安心して送れるよう、
各種障がい福祉サービスを適切に提供していく
とともに、特別障害者手当など各種手当の給付
や福祉医療制度により医療費の助成などを行い
ます。 

・関係機関と連携して、障がい者のための就職面
談会や職業訓練の開催について周知・啓発に努
め、就労機会の確保を支援します。 

障がい福祉課 
商工労働課 

(３) 生活困窮世帯等への
学習支援 

・生活保護世帯及び生活困窮世帯の小学生・中学
生を対象とした学習支援を行い、学力向上、高
校進学率の向上を図ることにより貧困の連鎖の
防止につなげます。 

生活福祉課 

27 ひとり親家庭の生活安定と自立の促進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 相談体制の充実と自
立援助の促進 

・就業に結びつきやすい資格取得を目指される方
へ、講座受講費の一部を負担する自立支援教育
訓練給付金や修業期間中の生活費の負担を軽減
するための高等職業訓練促進給付金を支給する
とともに、母子父子寡婦福祉資金の貸付を行い
ます。 

・ひとり親家庭への就労支援や相談業務の充実を
図るとともに、事業のさらなる周知に努めま
す。 

子ども支援課 

課 題 

具 体 的 施 策 
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94.1% 88.2% 100%

平成28
（2016）年度

令和３
（2021）年度

目標値

乳児家庭全戸訪問実施率

（10）生涯を通じた健康支援 

 
《統計情報・進捗管理指標より》 
出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告（人口動態保健所・市区町村別統計）」・子ども保健課 

  
《前計画の取り組み状況より》 

 
《国の第５次男女共同参画基本計画より抜粋》 

現 状  

・本市の合計特殊出生率（平成 25(2013)～平成 29(2017)年）は
1.73 で、県（1.67）、全国（1.43）より高くなっています。 

・乳児家庭全戸訪問実施率（グラフ参照）は 100％を目標値として
いますが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和３
（2021）年度は 88.2％と平成 28（2016）年度より低くなってい
ます。 

・経済的な理由により入院助産ができない妊産婦に費用の助成を行いました。 
・特定及び一般不妊治療費の助成を実施しました。 
・自己肯定感や、正しい性に関する知識、いのちの大切さ等をテーマに性教育講演会を実施し
ました。 

【基本認識】 
 
・心身及びその健康について、主体的に行動し、正確な知識・情報を入手することは、健康
を享受できるようにしていくために必要である。特に、女性の心身の状態は、年代によっ
て大きく変化するという特性があり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に
関する健康と権利）の視点が殊に重要です。 

・近年は、女性の就業等の増加、生涯出産数の減少による月経回数の増加、晩婚化等による
初産年齢の上昇、平均寿命の伸長など様々な要因により女性の健康を脅かす疾病構造が変
化しています。 

・加えて成育医療の視点から、学童・思春期からの健康教育を充実させると共に、全ての女
性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合えるような支援が必要です。  

・不妊治療を希望する男女が増えており、経済的負担の軽減や、仕事との両立支援が求めら
れています。 

・更年期の女性は、職場や社会において多くの役割を担う年代であり、その活躍は地域及び
社会経済にとって重要です。 

・これらのことから、国民のヘルスリテラシー（健康について最低限知っておくべき知識）
を向上させるとともに、年代ごとの課題や、健康を阻害する社会的要因への対応も含め近
年の女性の健康に関わる問題変化に応じた支援が必要となっています。 
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全国及び長崎県と比較して、本市の合計特殊出生率は高いことから、妊娠や出産、その他健康支
援に関する取り組みを引き続き推進していくことが重要です。 
女性が生涯、その時の健康状態に応じて的確に自己管理を行うことができるよう、子どもの頃か

ら発達段階に応じた性に関する正しい知識の習得に努めるとともに、女性にとっての節目である妊
娠・出産期において、適切な支援が必要です。 

 
 
 
 
 
 

 
28 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 妊娠・出産に関す
る支援 

・妊娠時の心身健康の向上を目指し、母子健康手帳
交付時等において関係情報の提供を行います。 

・父親の育児参加促進のため父子健康手帳の配布と
プレパパ学級への父親の参加を促進します。併せ
て、不妊に関する相談支援体制を充実していきま
す。経済的な理由により入院助産ができない妊産
婦に費用の助成を行います。 

子ども保健課 
子ども子育て応援
センター 

(２) 小児、周産期医療
の充実 

・佐世保市医療政策推進計画の推進を図り、県と連
携して、小児、周産期医療※ の維持に努めます。 医療政策課 

※周産期医療：周産期とは、妊娠満 22 週から出生後満７日未満までをいい、この時期は母子ともに異常が発生しやすく、
突発的な緊急事態に備えて、産科・小児科双方からの一貫した医療体制が必要であることから、特に周産
期医療と表現されている。 

29 適切な性教育の推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 発達段階に応じた
性教育の実施 

・庁内性教育連絡会において、関係各課と連携を図
り、望まない妊娠や性感染症を防ぐための啓発を
行います。 

・幼児、小・中学生、高校生、大学生を対象に、発
達段階に応じた性教育について実施方法の検討を
重ねながら継続して行います。 

健康づくり課 
子ども保健課 
学校保健課 

 
30 生涯にわたる健康の保持増進 

 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
女性の健康保持の
ための相談・保健
指導等の充実 

・市民の健康保持・増進に関する啓発や情報提供及
び健康相談体制の充実を図り、女性特有の疾病に
ついては、NPO 法人と協働した取り組みによる啓
発に努めます。 

・がんの早期発見のため、保健所や医療機関におい
て、がん検診を実施し、受診機会の確保・拡大を
図ります。 

健康づくり課 

課 題 

具 体 的 施 策 
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   83.1    53.3    53.0    20.2    14.7    33.5   1.1   1.6   1.4
 男性（n=532）    80.6    49.1    53.2    21.4    15.6    32.7   0.9   2.4   1.3
 女性（n=701）    84.9    56.6    52.4    19.1    13.8    34.7   1.3   1.0   1.3

性
別

 全体（n=1,258）

単位：％

（11）防災等における男女共同参画の推進 

 
 《統計情報より》出典：総務省消防庁 

 
《前計画の取り組み状況より》 

 
《アンケート結果より》 

 
■防災・災害復興対策において、性別に配慮した対応となるために必要だと思うこと 

 
  

現 状 

・令和３（2021）年４月１日現在の佐世保市消防局（佐世保広域圏２市
５町）の消防職員数（グラフ参照）は 375人で、うち女性は 12人でし
た。 

・消防に女性活躍推進検討チームを起ち上げ、誰もが働きやすい職場づくりや採用増加の研究
を行いました。 

・令和２（2020）年４月１日付で、女性だけの消防分団が発足しました。 

・防災・災害復興対策において、性別に配慮した対応となるために必要だと思うことについて
みると、「避難所の設備」が 83.1％と最も高くなっています。男性では「災害時の救援医療
体制・サポート体制（乳幼児、高齢者、障がい者、妊産婦等への）」、女性では「避難所運営
の責任者に男女がともに配置され、避難所運営や被災者対応に男女両方の視点が入ること」
がそれぞれ高くなっています。 

363
96.8%

12
3.2%

佐世保市消防局の
男女別職員数・男女比

男性 女性
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性別・年齢の区別なく、誰もが被害を受ける災害発生時には、男女共同参画の視点に立った対応
が必要です。本市では、消防において、女性活躍推進検討チームの結成や、令和２（2020）年に女
性だけの消防分団ができるなど、女性活躍の機会を通じて地域防災力の向上を図ってきました。今
後も女性の意見を取り入れながら、防災・復旧・復興対策を進めるとともに、男女双方の意見を取
り入れた安全・安心なまちづくりを推進することが必要です。 
さらに近年、各地において様々な災害が発生しており、震災後の実態調査では、被災地の避難所

などにおいてＤＶや性暴力などの被害の報告もあっていますので、本市において、このような事態
を起こさないためにも、なお一層、男女共同参画の視点が必要になってきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 男女共同参画の視点を取り入れた防災・復旧・復興対策の推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
男女共同参画の視点
に立った防災・復
旧・復興対策の推進 

・男女のニーズの違い等、男女共同参画の視点に
配慮した防災対策等を推進します。 

・関係機関と連携し、被災時における暴力等の防
止や被災者のケアに努めます。 

防災危機管理局 
人権男女共同参画
課 

 

32 消防分野における男女共同参画の推進 
 取り組み項目 具体的な内容 担当課 

(１) 
柔軟な発想や価値観
を活かした安全・安
心なまちづくりの推
進 

・消防が女性にとっても魅力ある職業であること
を積極的に広報し、女性の視点を取り入れた消
防行政の推進に努めます。 

・消防団組織のさらなる活性化を図り地域ニーズ
に応えるため、女性消防団員の加入促進と活躍
推進に努めます。 

消防局総務課 

 
 
 
 
 
 
  

課 題 

具 体 的 施 策 
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数値目標 
本計画の進行管理において、３つの基本目標の進捗状況を客観的に評価するため、数値目標を設定し

ます。 
  

      
＊１ 附属機関の女性委員比率は、国、地方公共団体及び本市の職員を除く。  

基本
目標 項目 

実績値 
【令和３
（2021）年

度】 
目標値 達成年度 所管課 

主要課題-
具体的施

策 
Ⅰ 

あら
ゆる分
野にお
ける
女性

の参画拡
大 

１ 附属機関の女性委員比率 ＊１ 27.5％ 40.0％ 令和９
(2027)年 総務課 (１)-１ 

２ 一般行政職の管理職（課長以
上）に占める女性の割合 9.3％ 10.0％ 令和９

(2027)年 職員課 (１)-２ 

３ 地区自治協議会役員に占める
女性の割合 13.9％ 20.0％ 令和９

(2027)年 
コミュニテ
ィ・協働推
進課 

(２)-３ 

４ 
「させぼお仕事情報プラザ」
における就業あっせん者数
（各年） 

66人 73 人 令和９
(2027)年 商工労働課 (３)-７ 

Ⅱ 

誰も
が能力
を発揮
し�
多様な 

働き方が
できる
環境づ
くり 

５ 
男女共同参画や女性活躍等に
関するセミナー等の受講事業
所数 

０事業
所 

15 事業
所以上 

令和９
(2027)年 

人権男女共
同参画課 

(４)- 
10、11 

６ 保育所待機児童数（10 月１日
現在） ０人 ０人 令和９

(2027)年 
保育幼稚園
課 (５)-16 

７ 放課後児童クラブ待機児童数
（５月１日現在） ０人 ０人 令和９

(2027)年 
子ども政策
課 (５)-16 

８ 「スピカ」で実施するセミナ
ー、講演会等の回数 21 回 21 回 令和９

(2027)年 
人権男女共
同参画課 (７)-20 

Ⅲ 

安全
・安心
な暮ら
しの
実現 

９ ＤＶ防止講座の実施回数 ８回 10 回 令和９
(2027)年 

人権男女共
同参画課 

(８)- 
22、23 

10 学習会（中学生の部）の実施
回数 67 回 92 回 令和９

(2027)年 生活福祉課 (9)-26 

11 プレパパ学級の父親の参加人
数 53人 60 人 令和９

(2027)年 
子ども保健
課 （10）-28 

12 「いのちのお話会」の実施回
数 ８回 33 回 令和９

(2027)年 
子ども保健
課 （10）-29 

13 消防職に占める女性吏員の割
合 3.2％ 5.9％ 令和８

(2026)年 
消防局総務
課 （11）-32 
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第６章 計画の推進 

１．庁内推進体制の整備 
全ての職員が男女共同参画社会の形成をめざすという共通認識を持ち、その実現に向けて率先して行

動ができるよう、意識啓発や情報共有に積極的に取り組みます。また、本計画の取り組み内容は幅広い
内容にまたがっているため、副市長及び各部局長で構成する「佐世保市男女共同参画推進会議」におい
て、総合的な調整や庁内の連携を図り、本計画の推進に努めます。 
 

２．連携体制の整備 
（１）市民や各種団体等との協働・連携 
男女共同参画を推進していくためには、市が直接取り組む施策だけではなく、市民、関係団体・機関、
事業所等がそれぞれの立場で本計画の目的を理解し、主体的な取り組みを展開することが必要となりま
す。そのため、市民や各種団体等と連携・協働のもと男女共同参画の推進に取り組んでいきます。 

（２）国・県等との連携 
総合的かつ効果的な男女共同参画の推進を図るため、国や県、近隣自治体等との連携を図ります。 

 

３．計画の進捗管理 
本計画を確実に推進するため、毎年度、計画の進捗状況に関して男女共同参画推進会議において検証

や評価を行います。また、男女共同参画審議会にも報告し、進捗状況や取り組みについての意見を求め
ることとします。 
計画の最終年度である令和９（2027）年度には、社会情勢の変化等を踏まえ、必要な見直しを行い、

本市における男女共同参画のさらなる推進を図ります。 
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資料編 

佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例 
平成18年３月２日条例第１号 

改正 
平成21年３月24日条例第２号 
令和２年３月19日条例第34号 

目次 
前文 
第１章 総則（第１条―第８条） 
第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策（第９条―第11条） 
第３章 男女共同参画の推進に関する具体的施策（第12条―第14条） 
第４章 意見、苦情及び被害救済（第15条―第19条） 
第５章 佐世保市男女共同参画審議会（第20条―第25条） 
第６章 雑則（第26条） 
附則 
わたしたちのまち佐世保市は、九十九島を代表とする海と山に囲まれた美しい景観と緑豊かな自然環境を有し、一年

を通して温暖で穏やかな気候に恵まれ、港町として、そして観光都市として今日まで発展を遂げてきました。 
わが国は、憲法に男女の平等がうたわれて以来、その実現に向け女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約を軸とした国際社会の動きと連動しながら様々な取組みを行つてきました。平成11年には男女共同参画社会基本法を施
行し、男女共同参画社会の実現を21世紀のわが国における最重要課題の一つに位置づけています。 

さらに、地方公共団体においても、国際化、情報化及び地方分権化、少子高齢化等の社会経済情勢の急激な変化に対
応することができる活力ある社会を構築するためには、新たな視点に立つたまちづくりが必要であり、なかでも男女共同
参画社会の実現は緊急かつ重要な課題です。 

こうした状況を踏まえ、佐世保市は平成13年に男女共同参画都市させぼ宣言を採択し、「自立と平等を基本に、性別
や年齢、すべての壁を乗り越えて、自らの意思と行動で、家庭・地域・学校や職場において、―人ひとりが対等に参画し、
責任も喜びも分かち合える平和な社会」を目指すことをうたいあげました。今、着実に男女共同参画宣言都市として、男
女共同参画社会の実現に向け歩みを進めています。 

ここに佐世保市は、だれもが性別にかかわらず個人として尊重され、一人ひとりが自分らしい生き方を選択し、その
個性と能力を発揮できる生き生きとした社会を実現するため、そして老若男女すべての人にとつて「住みたい街」といえ
る魅力あるまちづくりを実現し未来に引き継いでいくために、この条例を制定します。 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、日本国憲法が定める個人の尊重及び法の下の平等を保障する理念と、男女の人権が尊重される社会
の実現を目指す男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の理念にのつとり、本市における男女共同参画を推
進するための基本理念を定め、市、市民、事業者等及び教育関係者の役割を明らかにするとともに、この基本理念に
関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担うことが
できる男女共同参画社会を実現する佐世保市のまちづくりに寄与することを目的とする。  
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（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 佐世保市内（以下「市内」という。）に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を
活動の拠点とする個人をいう。 

(２) 事業者等 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体であつて、市内で活動するものをいう。 
(３) 男女共同参画 男女が、互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員として、自らの意思によつて社会のさ

まざまな分野における活動に参画する機会が確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利
益を享受することができ、かつ、共に責任を負うことをいう。 

(４) 積極的格差改善措置 前号に規定する参画の機会に関する男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、
男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(５) セクシュアル・ハラスメント 相手が望まない性的な言動により相手方に不快感を与え、若しくは相手方の生
活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の拒否的対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

(６) ドメスティック・バイオレンス 配偶者又は恋人等親密な関係にあり、若しくはあつた男女間において、個人
の尊厳を害する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

(７) 協働 市、市民及び事業者等が、この条例の目的を達成するために、継続的で対等な関係を形成し、役務、情
報等を提供しあうこと等連携し協力することをいう。 

（男女共同参画を推進するための基本理念） 
第３条 男女共同参画の推進は、次の基本理念にのつとり行われなければならない。 

(１) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別によるいかなる権利侵害も受けないこと、男女が性
別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること、男女間におけ
るあらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(２) 社会における制度又は慣行が、固定的な性別役割分担等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に
対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 

(３) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び決定に共同して参画
する機会が平等に確保できるよう配慮されること。 

(４) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護、その他の家庭生活における
活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、学校、職場又は地域での活動とを両立できるよう配
慮されること。 

(５) 男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、各個人が自己の人生のあり方(ライフスタイル)を自
ら決定できるよう配慮されること。 

(６) 男女共同参画の推進へ向けての取組みが国際社会における取組みと密接な関係を有していることに照らし、男
女共同参画の推進は、国際的な協調の下に行われること。 

（市の役割） 
第４条 市は、前条に定める男女共同参画を推進するための基本理念（以下「基本理念」という。）にのつとり、男女共

同参画の推進に関する施策（積極的格差改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する役割を有す
るとともに、自らが率先し、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民及び事業者等と協働するとともに、国及び他の地
方公共団体と連携するよう努めるものとする。  
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（市民の役割） 
第５条 市民は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、社会のさまざまな分野において、基本理念にのつとり、

男女共同参画の推進に積極的に協力し、男女共同参画の推進に努めるものとする。 
２ 市民は、男女共同参画の推進に関する施策に係る市の意思形成過程に参画し、その推進の担い手として、市及び事業

者等と協働するよう努めるものとする。 
（事業者等の役割） 

第６条 事業者等は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、その活動に関し、基本理念にのつとり、職場環境
の整備を行うなど、男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 事業者等は、市の男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たり、市及び市民と協働するよう努めるものとする。 
（教育関係者の役割） 

第７条 学校教育その他さまざまな教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性に照らし、それぞれの
教育が行われる過程において、基本理念に配慮した教育を行うよう努めるものとする。 
（権利侵害行為等及び暴力的行為等の禁止） 

第８条 何人も、職場、家庭、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いその他性別による権
利侵害行為（以下「権利侵害行為等」という。）を行つてはならない。 

２ 何人も、異性に対する暴力的行為（身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。）、セクシュアル・ハラスメント及
びドメスティック・バイオレンス（以下「暴力的行為等」という。）を行つてはならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策 
（基本的施策） 

第９条 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本的施策とする。 
(１) 男女が相互に協力し、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに職業生活の両立ができるよう必要な支援

に努めること。 
(２) 暴力的行為等による被害者を救済し、その自立を支援するため、相談を受け、情報提供を行い、関係機関との

連携に努めるとともに、暴力的行為等の防止に必要な措置を講ずるよう努めること。 
(３) 学校教育その他さまざまな教育の場において、男女共同参画を推進するための教育の充実に努めること。 
(４) 男女共同参画の推進を阻害する性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女が、家庭、職場及び地域のさ

まざまな分野における活動に参画する機会が平等に確保できるよう必要な支援に努めること。 
(５) 市民及び事業者等が男女共同参画の推進のために行う活動に関して必要な支援に努めること。 
（男女共同参画計画） 

第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基
本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、男女共同参画計画を策定し、又は変更しようとするときは、佐世保市男女共同参画審議会の意見を聴くもの
とする。 

３ 市長は、男女共同参画計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 
４ 市長は、毎年、男女共同参画計画の実施状況及びその評価について報告書を作成し、これを公表するものとする。 

（男女共同参画推進拠点） 
第11条 市は、男女共同参画計画を実施するための必要な体制の整備に努めるとともに、佐世保市男女共同参画推進セン

ターを男女共同参画の推進に関する施策を実施するための拠点並びに市、市民及び事業者等の協働の拠点として位置
づけ、男女共同参画社会を実現するまちづくりに取り組むものとする。 

第３章 男女共同参画の推進に関する具体的施策 
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（市の積極的格差改善措置） 
第12条 市は、積極的格差改善措置として、政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に推進するよう努めるも

のとする。 
（市の広報・啓発活動） 

第13条 市は、男女共同参画の推進にあたつては、基本理念や男女共同参画基本計画（男女共同参画基本法第13条に基づ
き定められた計画をいう。）の趣旨に沿つた、わかりやすい広報・啓発活動を推進し、市民や事業者等の理解を深め
るよう努めるものとする。 
（事業者等における男女共同参画の推進） 

第14条 市は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、男女共同参画に関する調査について協力を求めることがで
きるものとする。 

第４章 意見、苦情及び被害救済 
（佐世保市男女共同参画推進委員） 

第15条 次条に規定する意見、苦情及び被害救済の申出について公正かつ中立な立場で必要な調査をするため、市長の附
属機関として佐世保市男女共同参画推進委員（以下「推進委員」という。）を置く。 

２ 推進委員の定数は、３人とし、男女共同参画に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、市長が委嘱
する。 

３ 推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 推進委員は、再任されることができる。 
５ 市、市民及び事業者等は、推進委員の職務遂行に関して積極的に協力するよう努めるものとする。 
６ 推進委員の活動の拠点は、佐世保市男女共同参画推進センターとする。 
７ 前各項に定めるもののほか、推進委員について必要な事項は、規則で定める。 

（意見、苦情及び被害救済の申出） 
第16条 市民及び事業者等は、市長に対して、市が行う男女共同参画の推進に関する施策、又は男女共同参画の推進に関

する施策を阻害し、若しくは阻害するおそれがある施策について意見、苦情の申出（以下「意見、苦情の申出」とい
う。）をすることができる。 

２ 市民は、市長に対して、権利侵害行為等及び暴力的行為等により被つた被害の救済の申出（以下「被害救済の申出」
という。）をすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、申出をすることができない。 
(１) 判決、裁決等により確定した事案 
(２) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案 
(３) その他規則で定める事案 
（意見、苦情の申出の処理） 

第17条 市長は、意見、苦情の申出があつたときは、推進委員に事案の調査を求めるものとする。 
２ 推進委員は、前項の調査を求められたときは、その内容の調査を行い、必要があると認めるときは、改善のための措

置を講ずるよう市長に意見を述べることができる。 
３ 前項の規定に基づき意見を述べるときは、推進委員の合議によらなければならない。 
４ 前項の会議は、３人の推進委員が出席しなければ開くことができない。 
５ 会議の議事は、出席した推進委員の過半数で決する。 
６ 推進委員の会議は、非公開とする。ただし、推進委員が支障がないと認めた場合は、公開とすることができる。 
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７ 市長は、第２項の意見に基づく改善のための措置を行うにあたり、必要があると認めるときは、佐世保市男女共同参
画審議会の意見を聴くことができる。 

８ 推進委員に係る庶務は、市民生活部において処理する。 
９ 前各項に定めるもののほか、意見、苦情の申出に関し必要な事項は、規則で定める。 

（被害救済の申出の処理） 
第18条 市長は、被害救済の申出があつたときは、推進委員に事案の調査を求めるものとする。 
２ 推進委員は、前項の調査を求められたときは、必要により関係者から事情を聴取し、その調査結果を市長に報告する

ものとする。 
３ 市長は、前項の調査結果に基づき、関係機関と調整し、当該事案を引き継ぐ等の措置を講ずるよう努めるものとする。 
４ 前３項に定めるもののほか、被害救済の申出に関し必要な事項は、規則で定める。 

（個人情報の保護等） 
第19条 推進委員は、職務上知り得た個人に関する情報の取扱いに関しては、佐世保市個人情報保護条例（平成14年条例

第８号）に基づき、必要な措置を講じなければならない。 
２ 推進委員は、公平かつ誠実に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 
第５章 佐世保市男女共同参画審議会 

（設置） 
第20条 市長の附属機関として佐世保市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 
第21条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 第10条第２項の規定により諮問された事項 
(２) 第17条第４項の規定により諮問された事項 
(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 審議会は、第10条第４項の規定による報告書に関し、必要に応じて、これに対する意見を述べることができる。 
３ 審議会は、その所掌事務の遂行にあたつて必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 
（委員） 

第22条 審議会は、委員20人以内をもつて組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。 
(１) 学識経験を有する者 
(２) 関係団体の代表者 
(３) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
４ 第19条の規定は、委員に準用する。 

（会長及び副会長） 
第23条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 
第24条 審議会の会議は、会長が招集する。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
（会議の公開） 
第24条の２ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会において必要があると認めた場合は、非公開とすることがで

きる。 
（庶務） 

第25条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。 
第６章 雑則 

（委任） 
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第２項、第４章及び第５章の規定は、平成18年６月１日から施
行する。 
（佐世保市附属機関設置条例の一部改正） 

２ 佐世保市附属機関設置条例（平成８年条例第18号）の一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 
附 則（平成21年３月24日条例第２号抄） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成21年６月１日から施行する。 

（施行期日） 
1 この条例は、公布の日から施行する。 
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佐世保市男女共同参画審議会委員 
【任期：令和４年８月 31日～令和６年８月 30日】             
 分  野 推 薦 団 体 等 氏 名 備 考 

1 

学
識
経験
を有
する
者 

人 権 ・ 
女性問題 

長崎県立大学 津久井 稲緒 副会長 

2 長崎国際大学 大庭 義史 会長 

3 

教 育 

佐世保市中学校長会 前田 和子  

4 佐世保市小学校長会 伊藤 裕子  

5 佐世保私立幼稚園協会 和田 智暁  

6 医 療 佐世保市医師会 長戸 紀  

７ 

関
係
団体
の代
表者 

関 係 
行政機関 佐世保人権擁護委員協議会 吉原 雅枝  

8 
女性団体 

佐世保女性ネットワーク 牛島 万紀子  

9 国際ソロプチミスト佐世保パール 長島 圭子  

10 
福 祉 

佐世保市民生委員児童委員協議会連合会 永田 洋子  

11 佐世保市保育会 萩原 昌子  

12 労 働 連合長崎佐世保地域協議会 安次嶺 桂  

13 
事 業 者 

佐世保商工会議所 川口 克美  

14 長崎県中小企業家同友会佐世保支部 村上 敦子  

15 農 協 ながさき西海農業協同組合 牟田 寿子  

16 P T A 佐世保市ＰＴＡ連合会 犬塚 信一郎  

17 センター 
登録団体 新日本婦人の会 前川 恵子  

18 
その他市長が 
必要と認める者 

佐世保市女性人材登録者 
（民生委員児童委員） 伊澤 美津紀  

19 
市民公募委員 

中村 栄藏  

20 山﨑 千鶴  
（敬称略） 
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佐世保市男女共同参画推進会議等設置要綱 
（目 的） 

第１条 この要綱は本市における男女共同参画社会の形成の促進を図るため、「佐世保市 男女共同参画計画」（以下
「計画」という。）の推進に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（男女共同参画推進会議） 

第２条 本市の男女共同参画推進行政の施策を総合的に調整・推進するため、男女共同参 画推進会議（以下「推進
会議」という。）を置く。 

 
（推進会議の組織） 

第３条 推進会議は、別表１に掲げる者（以下「推進委員」という。）をもって組織する。 
２ 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民生活部を担当する副市長をもって充て、副委員長は推進委
員のうちから委員長が指名する。 

３ 推進会議は委員長が招集する。 
 
（推進会議の所掌事務） 

第４条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 計画に基づく施策の推進に関すること。 
 ⑵ 男女共同参画について、関係部局および関係行政機関との連絡調整に関すること。 
 ⑶ その他男女共同参画社会の形成に必要な事項に関すること。 
 
（男女共同参画企画委員会の設置） 

第５条 計画に関する基本的事項等について調査・検討・推進するため、男女共同参画企 画委員会（以下「企画委
員会」という。）を置く。 

 
（企画委員会の組織） 

第６条 企画委員会は、別表２に掲げるもの（以下「企画委員」という。）をもって組織 する。 
２ 企画委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は人権男女共同参画課長をもって充て、副委員長は企画委員の
うちから委員長が指名する。 

３ 企画委員会は委員長が招集する。 
 
（企画委員会の所掌事務） 

第７条 企画委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 計画における施策の大綱並びに指針の大綱に関すること。 
 ⑵ 計画に係る事務事業の計画、調査、指導及び連絡調整に関すること。 
 ⑶ その他男女共同参画社会の推進に関すること。 
 
（庶 務） 

第８条 男女共同参画推進会議に関する庶務は市民生活部人権男女共同参画課において行う。 
 
 
 附 則  

１ この要綱は平成１３年１２月２０日から施行する。 
２ 佐世保市女性プラン策定要綱（平成３年１２月１日施行）は廃止する。 
 附 則 

この要綱は平成１６年１月３０日から施行する。 
 附 則 

この要綱は平成１６年８月２３日から施行する。 
 附 則 

１ この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 
２ 佐世保市男女共同参画懇話会設置要綱（昭和６０年１１月２１日施行）は廃止する。 
 附 則 

この要綱は平成１９年８月１日から施行する。 
 附 則 

この要綱は平成２０年１月１０日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２１年６月１日から施行する。 
附 則 
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この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２４年１２月２５日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成２９年６月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は令和元年８月３０日から施行する。 
附 則 

この要綱は令和３年７月５日から施行する。 
附 則 

この要綱は令和４年１１月１６日から施行する。 
 
 
別表１（第３条関係：男女共同参画推進委員） 

部局 委員 
副市長 
基地政策局 局長 
行財政改革推進局 局長 
企業立地推進局 局長 
防災危機管理局 局長 
契約監理室 室長 
企画部 部長 
総務部 部長 
財務部 部長 
観光商工部 部長 
農林水産部 部長 
都市整備部 部長 
土木部 部長 
港湾部 部長 
市民生活部 部長 
保健福祉部 部長 
子ども未来部 部長 
環境部 部長 
教育委員会 教育総務部長 
消防局 局長 
水道局 経営管理部長 
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別表２（第６条関係：男女共同参画企画委員） 
部  局 企 画 委 員 
基地政策局 基地政策局長が指名する者 
行財政改革推進局 行財政改革推進局長が指名する者 
企業立地推進局 企業立地推進局長が指名する者 
防災危機管理局 防災危機管理局長が指名する者 
契約監理室 契約課長 
企画部 政策経営課長、地域政策課長、文化国際課長 
総務部 総務課長、職員課長、秘書課長 
財務部 財政課長 
観光商工部 商工労働課長、観光課長 
農林水産部 農政課長、水産課長 
都市整備部 都市政策課長、住宅課長、まち整備課長 
土木部 土木政策課長 
港湾部 みなと振興・管理課長 
市民生活部 コミュニティ・協働推進課長、市民安全安心課長、人権男女共同参画課長 
保健福祉部 保健福祉政策課長、長寿社会課長、障がい福祉課長、生活福祉課長、健康づくり課長 
子ども未来部 子ども政策課長、保育幼稚園課長、子ども支援課長、子ども保健課長 
環境部 環境政策課長、環境保全課長、廃棄物減量推進課長 
教育委員会 総務課長、学校教育課長、社会教育課長 
消防局 総務課長 
水道局 総務課長 
農業委員会 事務局長 
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男女共同参画に関する年表 
 国連の動き 日本の動き 長崎県の動き 佐世保の動き 

1975 年 
(昭和 50 年) 

・国際婦人年（目標：平
等・発展・平和） 

・国際婦人年世界会議
「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部
設置 

・婦人問題担当室設置 
    

1976 年 
(昭和 51 年) 

・「国連婦人の十年」
（～1985 年）   ・婦人問題窓口（労政

課）設置   
1977 年 

(昭和 52 年)   ・国内行動計画策定     

1978 年 
(昭和 53 年)     

・長崎県婦人問題懇話会
設置 

・長崎県婦人関係行政推
進会議設置 

  

1979 年 
(昭和 54 年) 

・国連第 34 回総会「女
子に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関す
る条約」採択 

      

1980 年 
(昭和 55 年) 

・「国連婦人の十年」－
平等、発展、平和－中
間年世界会議 

・「国連婦人の十年後半
期行動プログラム」採
択 

  
・いきがいを育てる長崎
県の婦人対策策定 

・第１回市町村担当課長
会議開催 

  

1981 年 
(昭和 56 年) 

・ILO 第 156 号条約（家
族的責任条約）採択 

・国内行動計画後期重点
目標策定     

1985 年 
(昭和 60 年) 

・「国連婦人の十年」ナ
イロビ世界大会（西暦
2000 年に向けての）
「婦人の地位向上のた
めのナイロビ将来戦
略」採択 

・男女雇用機会均等法公
布（昭和 61 年施行） 

・「女子差別撤廃条約」
批准 

  ・「婦人問題懇話会第１
期」設置（11 月） 

1986 年 
(昭和 61 年)   ・婦人問題企画推進有識

者会議開催 ・企画部婦人対策室設置 
・「婦人問題担当窓口」
設置 

・「婦人問題講演会」初
開催 

1987 年 
(昭和 62 年)   ・西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画策定     
1988 年 

(昭和 63 年)       ・「婦人問題懇話会第１
期」提言 

1989 年 
(平成１年)       

・「企画調整部婦人対策
室」設置 

・第１回「佐世保市婦人
意識調査」実施 

・「女性させぼ」創刊 

1990 年 
(平成２年) 

・国連経済社会理事会
「婦人の地位向上のた
めのナイロビ将来戦略
に関する第１回見直し
と評価に伴う勧告及び
結論」採択 

  
・2001 ながさき女性プ
ラン策定 

・企画部女性行政推進室
に改称 

・女性フォーラム初開催 
・婦人団体活性化事業開
始 

1991 年 
(平成３年)   

・西暦 2000 年に向けて
の新国内行動計画（第
一次改定）策定 

・育児休業法公布（平成
４年施行） 

  
・「市民部女性企画課」
に改称 

・「女性企画懇話会第２
期」提言 

1992 年 
(平成４年)     ・審議会等の委員への女

性の登用促進要綱制定 
・「佐世保市女性プラ
ン」策定 

1993 年 
(平成５年) 

・国連世界人権会議 
「ウィーン宣言」採択 

・国連第 48 回総会「女
性に対する暴力の撤廃
に関する宣言」採択 

・パートタイム労働法公
布・施行   ・「女性企画懇話会第３

期」提言 
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 国連の動き 日本の動き 長崎県の動き 佐世保の動き 

1994 年 
(平成６年) 

・国際人口・開発会議
「カイロ宣言及び行動
計画」採択 

・男女共同参画室設置 
・男女共同参画審議会設置 
・男女共同参画推進本部
に改称 

・2001 ながさき女性プ
ラン（第一次改定） 

・第２回「佐世保市婦人
意識調査」実施 

1995 年 
(平成７年) 

・第４回世界女性会議－
平等、開発、平和のた
めの行動「北京宣言及
び行動網領」採択 

・育児休業法改正（介護
休業制度の法制化） 

・ILO 第 156 号条約（家
族的責任条約）批准 

・生活環境部女性行政推
進室に改組 

・「女性企画懇話会第４
期」提言 

・第４回世界女性会議 
・（NGO フォーラム参加
助成 16名） 

1996 年 
(平成８年)   

・男女共同参画推進連携
会議発足 

・男女共同参画 2000 年
プラン策定 

・優生保護法を改正し、
母体保護法公布・施行 

・ながさきキラキラ・ラ
イフプラン策定－2001
長崎県農山漁村女性ビ
ジョン 

・「女性企画懇話会第５
期」発足 子育て支援
の提言（中間） 

・市職員意識調査実施 
・女性センター開設（ふ
れあいセンター内）
（９月） 

1997 年 
(平成９年)   

・男女共同参画審議会設置 
・男女雇用機会均等法改
正（平成 11 年施行） 

・介護保険法公布（平成
12 年施行） 

・男女共同参画社会に向
けての県民意識調査   

1998 年 
(平成 10 年)     ・男女共同参画フォーラ

ム開催 

・「佐世保市女性プラ
ン」改定（３月） 

・「女性企画懇話会第５
期」提言 

・｢女性企画懇話会第６
期」発足 

・「女性フォーラム」を
「させぼ男女共生フォ
ーラム」に改称 

1999 年 
(平成 11 年)   

・男女共同参画社会基本
法公布、施行 

・食料・農業・農村基本
法公布・施行（女性の
参画の促進を規定） 

・県民生活環境部男女共
同参画室に改組   

2000 年 
(平成 12 年) 

・国連特別総会「女性
2000 年会議」「政治
宣言」「成果文書」採
択 

・ストーカー行為等の規
制等に関する法律公布 

・男女共同参画基本計画
策定 

・長崎県男女共同参画計
画策定 

・「女性企画懇話会第６
期」提言 

2001 年 
(平成 13 年)    

・配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律公布・施行 

・第１回男女共同参画週
間 

・男女共同参画社会に向
けての県民意識調査実
施 

・「女性企画懇話会第７
期」発足 

・「男女共同参画推進セ
ンター」（愛称：スピ
カ）オープン 

・「センター運営検討委
員会」設置 

・「女性企画課」を「男
女共同参画課」に改称 

・「男女共同参画都市さ
せぼ宣言」可決 

・男女共同参画宣言都市
奨励事業「佐世保市男
女共同参画宣言都市記
念式典」開催 

・｢男女共同参画に係る
市民意識調査」実施 

・「スピカ」情報紙創刊 

2002 年 
(平成 14 年)     

・長崎県男女共同参画推
進条例制定 

・長崎県男女共同参画審
議会設置 

・長崎県男女共同参画推
進員設置 

・「スピカまつり」開催 
・「佐世保市男女共同参
画計画」策定 

・「させぼ男女共同参画
週間フォーラム」開催 

・「佐世保市男女共同参
画宣言都市１周年記念
講演会」開催 

・男女共同参画人材育成
事業開始 
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 国連の動き 日本の動き 長崎県の動き 佐世保の動き 

2003 年 
(平成 15 年)   

・次世代育成支援対策推
進法公布・施行 

・少子化社会対策基本法
公布・施行 

・長崎県男女共同参画基
本計画策定 

・「女性企画懇話会第７
期」提言 

・「男女共同参画懇話会
第８期」発足「男女共
同参画によるまちづく
り条例」提言 

2004 年 
(平成 16 年)   

・配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律改正・施行
(元配偶者への拡大、
暴力概念の拡大等） 

    

2005 年 
(平成 17 年) 

・第 49 回国連婦人の地
位委員会(国連｢北京＋
10｣世界閣僚級会合） 

・男女共同参画基本計画
(第２次)策定 

・長崎県男女共同参画推
進センター開設 

・「センター運営検討委
員会」を「センター運
営協議会」に改称 

2006 年 
(平成 18 年)   ・男女雇用機会均等法改

正(平成 19 年施行) 

・県民生活部男女共同参
画室に改組 

・男女共同参画社会に向
けての県民意識調査実
施 

・「佐世保市男女共同参
画によるまちづくり条
例」制定・施行 

・佐世保市男女共同参画
推進委員設置 

・佐世保市男女共同参画
審議会設置 

・男女共同参画に係る市
民意識調査実施 

2007 年 
(平成 19 年)   

・配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律改正(平成
20 年施行） 

・長崎県男女共同参画基
本計画改定   

2008 年 
(平成 20 年)       ・佐世保市男女共同参画

計画改訂 
2009 年 

(平成 21 年)      
・「人権啓発課」と統合
し「人権男女共同参画
課」に改称 

2010 年 
(平成 22 年)   ・男女共同参画基本計画

(第３次)策定     
2011 年 

(平成 23 年)     ・第２次長崎県男女共同
参画基本計画策定   

2013 年 
(平成 25 年)       ・第２次佐世保市男女共

同参画計画策定 
2014 年 

(平成 26 年)   ・「すべての女性が輝く
社会づくり本部」の設置 

・「ながさき女性活躍推
進会議」発足   

2015 年 
(平成 27 年) 

・第 59 回国連婦人の地
位委員会（北京＋20） 

・国連「持続可能な開発
のための 2030 アジェ
ンダ」採択 

・女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進
法） 

・男女共同参画基本計画
（第４次）策定 

  ・女性活躍応援宣言事業
所登録制度開始 

2016 年 
(平成 28 年)     ・第３次長崎県男女共同

参画基本計画策定   
2017 年 

(平成 29 年)       ・「させぼ女性活躍推進
会議」発足 

2018 年 
(平成 30 年)   

・政治分野における男女
共同参画の推進に関す
る法律公布・施行 

  

・イクボス宣言開始 
・センター運営協議会廃止 
・第３次佐世保市男女共
同参画計画策定 

・「させぼ女性活躍推進
会議」を「させぼ女性
活躍推進協議会」に改称 

2019 年 
(令和１年)      ・西九州させぼ広域都市

圏連携事業開始 
2020 年 

（令和２年） 
・第 64 回国連女性の地
位委員会（北京＋25） 

・男女共同参画基本計画
（第５次）策定   

2021 年 
（令和３年）   ・第４次長崎県男女共同

参画基本計画策定  
2022 年 

（令和４年）    ・「生理の貧困」問題へ
の理解促進啓発事業開始 

2023 年 
（令和５年）    ・第４次佐世保市男女共

同参画計画策定 
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男女共同参画社会基本法 
（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

改正 
平成 11 年７月 16 日 法律第 102 号 
平成 11年 12 月 22 日 同 第 160 号 

目次 
前文 
第一章 総則（第一条―第十二条） 
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 
附 則 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取り組みが、
国際社会における取り組みとも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、
互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社
会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団
体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ
との緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を
明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同
参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における
活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで
き、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか
一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受
けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、
行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮）  
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第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し
て、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する
要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす
影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 
（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民
間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 
（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ
の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこと
ができるようにすることを旨として、行われなければならない。 
（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取り組みと密接な関係を有していることにかんがみ、男女共
同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 
（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその
他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社
会の形成に寄与するように努めなければならない。  
（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の
措置を講じなければならない。 
（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 
（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社
会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必
要な事項 
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３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ
ばならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければ
ならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  
（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう
に努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。  
（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに
当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 
（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな
ければならない。  
（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ
すと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会
の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければな
らない。  
（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。  
（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その
他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるもの
とする。 
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社
会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
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第三章 男女共同参画会議 
（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する
基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、
意見を述べること。 
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参
画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述
べること。 

（組織） 
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 
（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 
２ 議長は、会務を総理する。 
（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 
３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であって
はならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 
（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 
（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調
査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必
要な協力を依頼することができる。 
（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定め
る。 
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附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 
 

附 則（平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  
    （施行の日＝平成十三年一月六日）  
一 略  
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 
（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である
者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にか
かわらず、その日に満了する。 
一から十まで 略 
十一 男女共同参画審議会 
（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。  
 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  
（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。 
 （以下略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
（平成十三年法律第三十一号） 

最終改正：令和元年法律第四十六号 
目次 
前文 
第一章 総則（第一条・第二条） 
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 
第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 
第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 
第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 
第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 
第五章の二 補則（第二十八条の二） 
第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 
附則 
 
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が

行われている。 
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ず

しも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である
女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護す

るための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取
組にも沿うものである。 
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 
（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ
て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この
項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受
けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け
る身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」
には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ること
を含むものとする。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切
な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 
（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大
臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに
次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指
針となるべきものを定めるものとする。  
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一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ
ばならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
（都道府県基本計画等） 
第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ
る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村
基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の
援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 
（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支
援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果
たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとす
る。 
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 
三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、
第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 
四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につい
て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う
こと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うもの
とする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 
（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 
（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。  
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第三章 被害者の保護 
（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）
を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならな
い。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め
られる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合にお
いて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ
り通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め
られる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供す
るよう努めなければならない。 
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、
第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要
な保護を受けることを勧奨するものとする。 
（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十
二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害
者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部
長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力によ
る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力
を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他
配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 
（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」と
いう。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び
父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関
その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協
力するよう努めるものとする。 
（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、
適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 
（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を
告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者から
の身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す
る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引
き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を
受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、
被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対
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する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、
被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に
対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、
当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号
に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶
者が生活の本拠を共にする場合に限る。 
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。
以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ
の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 
二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該
住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立
てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、
同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい
ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 
一 面会を要求すること。 
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 
四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い
て送信し、若しくは電子メールを送信すること。 
五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信
し、又は電子メールを送信すること。 
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置く
こと。 
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 
八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文
書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第
三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を
行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ
れることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所
は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居
（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所におい
て当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしては
ならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者
（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号にお
いて「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることか
ら被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、
第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害
が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生
じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除
く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務
先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が
十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができ
る。  
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（管轄裁判所） 
第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知
れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 
一 申立人の住所又は居所の所在地 
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 
（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を
記載した書面でしなければならない。 
一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体
に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事
情 
三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と
面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時にお
ける事情 
四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会する
ことを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 
五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しく
は保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、
同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十
三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 
（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 
（保護命令事件の審理の方法） 
第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができ
ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限
りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支
援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執
られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又
は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から
相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して
更に説明を求めることができる。 
（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす
る場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによっ
て、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総
監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  
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４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護
を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があると
きは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相
談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人が
その職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知する
ものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 
（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があった
ときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止
を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項
までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 
６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定によ
る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を
命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知を
した配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 
（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り
消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による
命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命
令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこ
れらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す
場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対
する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁
判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由
により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了すること
ができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令
を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるとき
は、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる
事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前
各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中
「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本
文の事情」とする。  
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（事件の記録の閲覧等） 
第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、
謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、
保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の
送達があるまでの間は、この限りでない。 
（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこと
ができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二
項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 
（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民
事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 
（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 
第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 
第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」
という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障
害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために
必要な研修及び啓発を行うものとする。 
（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努める
ものとする。 

（調査研究の推進等） 
第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指
導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養
成及び資質の向上に努めるものとする。 
（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対
し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 
（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 
一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 
二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基
準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 
三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 
四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を
含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 
（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及
び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用  
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第五章の二 補則 
（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活
に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に
対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合
にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について
準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にあ
る相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 
被害者（第二十八条の二に規定する関
係にある相手からの暴力を受けた者を
いう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であ
った者 

同条に規定する関係にある相手又は同
条に規定する関係にある相手であった
者 

第十条第一項から第四項まで、第十一
条第二項第二号、第十二条第一項第一
号から第四号まで及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある
相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚
姻が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消
した場合 

 
第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条に
おいて同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二におい
て読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、
十万円以下の過料に処する。 
附 則 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談
支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及
び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 
（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は
援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号
並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの
は、「婦人相談所」とする。 
（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え
られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
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附 則 （平成十六年六月二日法律第六十四号） 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項
において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、
なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であ
って生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行
後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」と
あるのは、「二週間」とする。 
（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、そ
の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
附 則 （平成十九年七月十一日法律第百十三号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条
の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 
附 則 （平成二十五年七月三日法律第七十二号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二十六年四月二十三日法律第二十八号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。 
一 略 
二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六
年十月一日 
附 則 （令和元年六月二十六日法律第四十六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
する。 
一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 
（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十
条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す
る法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条） 

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条） 

 
附則 
 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し
て職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、
男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につ
いて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の
行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活
における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の
多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 
（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思に
よって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生
活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行
が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨
として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関す
る事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族
を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動につ
いて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の
職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重され
るべきものであることに留意されなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第
一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及
びこれを実施しなければならない。  
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（事業主の責務） 
第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の

積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活
躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 
（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するた
め、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 
二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 
三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 
イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 
ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 
ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 
四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 
５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 
第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該

市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計
画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し
なければならない。 

第三章 事業主行動計画等 
第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的
かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第
一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業
主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとす
る。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 
三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 
３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 
第二節 一般事業主行動計画 
（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百人を
超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。  
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２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にあ
る労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性
の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ
ればならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継
続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定
量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定めら
れた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主
行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更
したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項
から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ
準用する。 
（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で
定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の
状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 
（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」という。）は、商品、役務
の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次
項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 
（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができ
る。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 
三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 
第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下の

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集
に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該
構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立
された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成
員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性
の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その



90 

申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認
を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消
すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集
時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条
の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につ
いて、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法
第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準
用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第
四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とある
のは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第
四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平
成二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 
第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、
雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ
とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 
（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれら
の規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主
行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 
第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）
は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の
職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の
割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活
躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場
合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の
割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講
じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 
７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。  
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第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす
る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければ
ならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなけ
ればならない。 
（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ
う、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 
第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 
（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要
な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もう
とする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府
令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して
知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置そ
の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の
法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留
意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に
関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他
の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努め
るものとする。 
（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その
協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 
（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ
る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方
公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条
第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活
用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるよ
うにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による事務の委託がされてい
る場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。  
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３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 
一 一般事業主の団体又はその連合団体 
二 学識経験者 
三 その他当該関係機関が必要と認める者 
４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることによ

り、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情
に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 
（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。 
（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主に対

して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 
（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の一部を都道府県労働局長に委任することができる。 
（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 
第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労
働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
一 第十八条第四項の規定に違反した者 
二 第二十四条の規定に違反した者 
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十条第二項の規定に違反した者 
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十

九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑
を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
附 則 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第
六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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（この法律の失効） 
第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 
２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四

項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定（同条に係る罰則を含

む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 
（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めると
きは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 
別表第一第二十号の二十六の次に次の一号を加える。 

二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 
（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 
附則第二条第二項の表に次のように加える。 
 

平成三十八年
三月三十一日 

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律（平成二十七年法律第六十四号）第五条第一項に規定するものをいう。）の策定及び推進に
関すること。 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 
四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の
二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改め
る部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正
規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百
八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定
を除く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条
第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の
改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三
十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改
正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次
号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 
（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用に
ついては、なお従前の例による。 
（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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